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研究代表者 立石 清一郎（産業医科大学保健センター 准教授） 

研究要旨：  

災害発生時に機能する産業保健専門職の研修を強化して、全国に広げていく方法を検討し

た。 
 2019 年度は 7 つの研究による検討を行った。自治体職員の災害時の健康管理の実践を行

うためには、①自治体職員の健康確保のための事前の準備、②実効性を持たせるための方

策、③職員支援のための具体的スケジュール、が重要であることが示された。医療機関

による検討では外部支援へのためらいがあることからコーディネーター派遣の可能性

について示唆された。新興感染症に関する検討では災害産業保健マニュアルのニーズリ

ストについて、新興感染症に適応するために、8 つの提案事項が抽出された。①フェーズ 0

（P0）感染拡大準備期の設定について、②感染期に備えた衣食住の準備の必要性の明記、

③生物学的ハザードおよび特定危険行為の確定、④有症状者や濃厚接触者が出勤せず周

囲に感染させないための仕組みづくり、⑤ボトルネック資源の確保、⑥易感染性など影響を受

けやすい職員の安全確保、⑦急遽テレワークをせざるを得なくなった職員の健康障害防止お

よび生産性の確保、⑧対策本部への提言を行うためのポジション確保。災害時のメンタルヘル

ス対応による検討では、産業医に対する研修ボリュームが大きすぎるために ICT などを用いた

研修会の在り方が示唆された。災害産業保健マニュアルの改訂に関する研究では 107 のニー

ズ一つひとつに対して、必要と思われる事前準備項目について検討され、5 カテゴリー、30 項

目から成る事前準備アクションチェックリストが作成された。 コンピテンシーを検討する研究で

は探索的因子分析の結果、因子負荷量が低いなどの理由で 7 項目が除外され、残りの 22 項

目について、最尤法を用いプロマックス回転にて分析した。3 因子が抽出され、第 1 因子＜組

織調整力＞、第 2 因子＜状況に応じた実践力＞、第 3 因子＜産業保健専門職としての一貫

性＞の要素が抽出された。 企業、自治体職員あるいは医療機関の災害対応に対する災害

産業の教育プログラムの具体的な方法を検討した。産業医学的な視点がないところから、現在

作成している災害産業保健マニュアルに沿ったもの、並びに災害時にほとんどの場合に発生

するメンタルヘルスに対応するためには初動としてはメンタルヘルス対策が入りやすいことが

示唆された。 

災害時の産業保健は通常の産業保健活動の延長線上にある一方で、独特の考え方から自社

の災害時に役に立つ産業医であっても一定の教育が必要であると考えられた。一方で、災害

派遣についてはいくつかの災害に際して派遣要請を聴取しても躊躇するケースばかりで派遣

チームを作成してもそのままでは機能しない可能性が高い。したがって、3 段階の災害産業保

健への貢献方法を研究班で模索した。 
【事前協定型】災害産業保健派遣チームと受援者チームが事前協定を結ぶことで準備の部分



から関わり対応できる方策 
【要請対応型】災害産業保健派遣チームを準備しておき依頼者からの求めに応じ派遣できるメ

ンバーを現地派遣し指導を行う方策 
【情報提供型】受援者が受援負担を心配するケースにおいては産業保健ニーズを的確に把握

できるためのニーズ集をダウンロードなど入手しやすい形で提供を行う方策 
これらの対応がうまくいくような研修プログラムとツールの作成が望まれる。 
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A. 研究の背景と目的 
大規模自然災害、局地的自然災害、テ

ロリズム、工場爆発、犯罪など、その種

類は無数にあり、危機対応に従事する労

働者は、特定企業の労働者に留まる場合

から、自治体職員、医療機関や多くの企

業の労働者を巻き込んだ事態に至る場合

がある。危機に対応する労働者の健康を

確保するためには、 
1. 災害の種類に関わらず、企業だけで

なく、国レベル、地域レベルで、産

業保健機能を確保した統一的な基

本モデルが構築（All-hazard モデ

ル）、 
2. 企業や自治体で産業保健専門職が

機能するための危機対応マニュア

ルが整備、 
3. 災害時の産業保健活動に対応でき

る人材の育成、 
4. 専門的知見を有する機関による支

援機能の確保と派遣の枠組み確立

が必要である。 
先行調査で、米国（豊田ら、産衛誌、

2017）および英国（高橋、産業医大雑誌、

投稿中）において、1.の要素を満たす危

機管理体制が存在することが明らかにな

っているが、日本においては存在しない。

2.に関して、時系列ごとに発生する産業

保健ニーズを想定して対応するための

「産業保健スタッフ向け危機対応マニュ

アル（以下マニュアル）」を開発した

（Tateishi S, JOEM, 2015）。熊本地震や

工場火災事故が発生したとき、一部の事

業場で活用され、その有効性が確認され

ているが（Anan T, JOEM, in press）、全

国展開されている状況とはいいがたい。

3.に関して、産業医科大学において危機

対応に関する研修会を開始しているが、

より具体的な研修内容に改善が必要であ

る。4.に関して、米国や英国においては

国家的組織が実務機能を有しているが、

日本では明確になっていない。 
そこで、本研究では、 

a. 諸外国の体制を参考に、日本の実情

に合った All-hazards モデルと産業

保健専門職の位置づけを提言するこ

と 
b. 現在存在するマニュアルをすでに

発生した事例をさらに検討すること

によって改訂するとともに、メンタル

ヘルス支援を強化すること。また、感

染症のアウトブレイクを想定したマ

ニュアルを開発すること 
c. 災害発生時に機能する産業保健専

門職の研修を強化して、全国に広げて

いく方法を検討すること 
d. 危機において専門的な支援体制の

有り方について検討し、提言を行うこ

と。その際、労働者健康安全機構など

の既存の組織の活用した派遣の枠組

みを前提とすること 
を目的とする。 
多くの産業保健スタッフが災害事象に

遭遇した経験はなく、体験したとしても

繰り返し聞き対応をすることは極めてま

れであるため、知識の集積と伝承を行う

ことが大変困難であるとされてきた。し

かしながら、本研究は災害対応について

実践された複数のケースを集積し経験者

らの中にある暗黙知を形式知に変えてい

くものであり、疑似的な経験ができるよ

うなコンテンツを多く準備することで産

業保健スタッフが災害に対するイメージ

を持ちやすくなり企業の BCP 策定に対

して貢献することが可能になる。 
さらに、自らが被災しながら地域住民の



サポートをせざるを得ない自治体職員や

医療職職員については特別な配慮が必要

である可能性が高い。また、これらの機

能不全が長引けば必要な手続きが遅れた

り慢性疾患の管理がおろそかになったり

することで結果的に企業の負担が増大す

るため、産業保健ニーズを抽出し支援ス

キームをまとめることは、周辺の企業が

本来業務に復帰することに資する。 
 

B．方法 
 令和元年度の分担研究として、以下を行

った。 

【研究１】実効性のある自治体職員への災

害産業保健のための方策 

【研究２】医療機関の外部支援モデルの策

定 

【研究３】新興感染症に対する企業の意識

調査 

【研究４】産業精神保健における災害時の

支援技法と受援体制に関する文献的検討 

【研究５】災害産業保健マニュアルの作成～

災害産業保健ニーズの収集～ 

【研究６】産業保健スタッフに対するコンピテ

ンシー調査 

【研究７】災害産業保健における教育講習

会の検討  

 
C．結果 
実施された分担研究ごとの要約を以下

に記す。 

【研究１】実効性のある自治体職員への災

害産業保健のための方策 

実効性のある自治体職員への災害産業保

健のための方策を検討するために、自治体

職員の健康管理を行っている職員健康推

進監および保健師の参画を得てフォーカス

グループディスカッションを実施した。ディス

カッション項目は①自治体職員の健康確保

のための事前の準備、②実効性を持たせ

るための方策、③職員支援のための具体

的スケジュールとされた。フォーカスグ

ループディスカッションの結果、自治体

職員の健康確保を行うためには、災害産

業保健チームと当該自治体との事前協定

によるモデル事業が必要でその準備が重

要と結論され、同結論に基づき災害産業

保健チームと当該自治体の協定文書（案）

が開発された。一方、今般の新型コロナ

ウイルス感染症のように、災害産業保健

チーム自体が被災するような状況（新興感

染症のパンデミック）では、派遣者の確保は

困難となる可能性が高いので、これまでにな

い新しい支援様式を検討することが必要で

あることが示唆された。 

 

【研究２】医療機関の外部支援モデルの策

定 

今年度は，保健医療機関が速やかに外部

支援を求め，効果的な支援を受けることがで

きるようになるために，どのような体制が必要

なのかを考察した． 

被災地の保健医療機関は，外部支援要請

をためらう事が多い。①まだ実状を把握する

ための情報が不足している，②事業継続は

困難だが，どのような支援を要請すべきかを

決められない，③事業継続は困難だが，外

部支援者を受け入れるとその対応のために

負担が増える，④支援を要請する時期を逸

したと感じている，などの理由であった． 

被災地にあっても様々な理由から支援を要

請することをためらうことは珍しくない．これ

は単に災害に対する知識が乏しい，というこ

とだけではなく，国民性あるいは地域性とい

った文化的要素の関与も大きいと推察する．

自然災害大国であるにもかかわらず，このよ



うな文化的要素をもった我が国で，受け入

れやすい支援のあり方として，二段階支援

を提案したい．第一段階として，速やかにコ

ーディネーター派遣を要請する．このコーデ

ィネーターに求められる機能は，どのような

機能あるいは物資の支援が事業継続のため

に必要なのかを，受援者と共に考えられるこ

とである．より詳細に述べるとしたら，その保

健医療機関に勤務する人々の肉体的，精

神的な負担を理解でき，被災地内外のどの

組織と連携すればその負担を減らすことが

できるのかを理解できる能力である．第二段

階としては，コーディネーターが必要と考え

た業務を実際に行うことができるモジュール

の派遣である．このモジュールには，その実

務を指揮する人と被災者の代わりに実務そ

のものを行うことができる人員が必要である．

このような二段階制をとることによって，被災

者も支援の必要性を理解し，支援過多を防

ぎ，よりスムースな地元体制への復旧も期待

でき，支援者と受援者のよりよい関係性を築

くことが期待される。 

 

【研究３】新興感染症に対する企業の意識

調査 

  2020 年 2 月 ご ろ か ら 我 が 国 で も

SARS-CoV-2 の流行が発生したが、災害産

業保健マニュアルにおける産業保健ニーズ

の発生の項目、時期、対応方法について検

証を行った。企業の産業医をしている本研

究班のメンバーにより災害産業保健マニュ

アルと照らし合わせて、自身の企業での発

生状況を確認の上、その差異の収集を行っ

た。収集されたデータをもとに、研究者集団

（TS、MK、IY、MJ、YT、KM、KK）にて、

ZOOM を用いた WEB 会議で 2 時間のディ

スカッションを行い新興感染症の際の産業

保健ニーズへの対応方法について検証を

行った。2020 年 3 月時点で、以下のマニュ

アルに改訂される 8 つの提案事項が抽出さ

れた。①フェーズ 0（P0）感染拡大準備期の

設定について、②感染期に備えた衣食住の

準備の必要性の明記、③生物学的ハザード

および特定危険行為の確定、④有症状者

や濃厚接触者が出勤せず周囲に感染させ

ないための仕組みづくり、⑤ボトルネック資

源の確保、⑥易感染性など影響を受けやす

い職員の安全確保、⑦急遽テレワークをせ

ざるを得なくなった職員の健康障害防止お

よび生産性の確保、⑧対策本部への提言を

行うためのポジション確保。 

新興感染症と大規模災害においては、発

端国での発症状況を見て予見的に準備で

きる可能性が高く、通常の災害の場合とフェ

ーズの進み具合に差異があることが示唆さ

れた。次年度以降の新興感染症での産業

保健ニーズの発症状況を鑑みて、新興感染

症用の災害産業保健マニュアルの作成を目

指す。 

 

【研究４】産業精神保健における災害時の

支援技法と受援体制に関する文献的検討 

 本研究では，既存の確立された技法から，

産業保健スタッフにおいても応用可能な支

援技法を整理するとともに，昨年度の文献

的検討が不十分であった新興・再興感染症

に関する知 見を 検討 し た 。Psychological 

First Aid（PFA）や Mental Health First Aid

（MHFA），BASIC Ph 多重ストレスコーピング

モデル等の支援技法は，いずれも，緊急時

の対応に関する示唆が含まれるが，完全に

踏襲することは難しい。むしろ，平時の準備，

啓発・教育への応用が期待されると考えられ

る。産業保健スタッフは，これらの技法の実

践者としてよりも，事業場や労働者の情報に

精通している利点を活かした支援ニーズの



収集と整理に加え，外部の支援機関との連

携に関する役割が大きいことが示唆された。

また，これらの連携を図る上でも，平時にお

いて，支援機関を確保し，ICT 等の活用によ

り，効率化と体系化を図り，啓発，研修等を

通じて，事業場内の受援体制を整えることが

望まれる。 

 

【研究５】災害産業保健マニュアルの作成～

災害産業保健ニーズの収集～ 

前年度に改訂を行った「危機対応マニュア

ル（以下、マニュアル）」の収載ニーズに対

応するために必要な事前準備を明確にし、

産業保健スタッフが自律的に災害に備える

ことができるためのツールを作成することを

目的とした。マニュアルの産業保健ニーズリ

ストに収載されている 107 のニーズ一つひと

つに対して、必要と思われる事前準備項目

について研究班メンバーでブレインストーミ

ングを行った。そして、列挙された事前準備

項目を KJ 法によりカテゴリー化した上で、各

事前準備項目を満たすためのアクションフレ

ーズを作成しアクションチェックリスト案を作

成した。アクションチェックリスト案は、立石ら

が 2013 年に作成した既存の「災害に備える

ための事前準備チェックリスト」3,4)との整合

性も確認した。さらにアクションチェックリスト

案は研究班会議で議論され、最終的に 5 カ

テゴリー、30 項目から成る事前準備アクショ

ンチェックリストを作成した。 

本事前準備アクションチェックリストを用いる

ことで、災害に備えて、必要な事前準備を洗

い出し、優先順位をつけて改善策を検討し

ていくことが可能になると考えられる。 

 

【研究６】産業保健スタッフに対するコンピテ

ンシー調査 

 本研究の全体目的は、災害発生時に緊急

作業や復旧・復興作業に従事する労働者の

安全・健康の確保を図るための産業保健専

門職に必要なコンピテンシーを明らかにす

ることである。昨年度(1 年目)は災害時の保

健医療職のコンピテンシーに関する文献レ

ビューと、熊本地震で被災した事業場に所

属する産業保健専門職へのインタビュー調

査を実施した。2 年目の本年度は、インタビ

ュー調査の質的分析と質的研究の知見に

基づく質問紙調査にて、産業保健専門職が

とらえる災害時に必要なコンピテンシーを明

らかにすることを研究目的とした。 

インタビュー調査では、8 名の対象者に半構

造化面接を実施し、災害発生時から復旧・

復興に至るフェーズに応じた産業保健の実

践について語りを得た。データ分析の結果、

29 のサブカテゴリ、9 つのカテゴリが抽出さ

れた。災害時の産業保健専門職に必要なコ

ンピテンシーとして「災害によって生じる健

康への影響を総合的に把握して本質を見抜

く」「時間経過とともに変わる状況を適切に

把握しながら業務の優先順位をつける」「自

身の安全や健康を確保しつつ、できることか

ら取り組み始める」「状況に柔軟に対応しな

がら効率的な方法を工夫し産業保健実践を

継続する」「産業保健チームとして各々の役

割を発揮できるよう環境を整える」「災害時に

おける組織内での産業保健部門の立ち位

置を調整しネットワークを活用する」「産業保

健専門職の基盤となる個人特性を備え持

つ」「社員や会社との信頼関係を築く」「災害

時の経験を今後の産業保健実践につなげ

る」が明らかになった。 

質問紙調査では、郵送法を用いた無記名自

記式調査を実施した。日本産業衛生学会の

産業衛生専門医、指導医ならびに産業保健

看護専門家制度の上級専門家、専門家、あ

わせて 1,117 名に対して調査票を配布し、



334 通(回収率 29.9%)返送があった。このうち

「災害対応経験あり」と答えた 97 名を分析対

象とした。探索的因子分析の結果、因子負

荷量が低いなどの理由で 7 項目が除外され、

残りの 22 項目について、最尤法を用いプロ

マックス回転にて分析した。3 因子が抽出さ

れ、第 1 因子＜組織調整力＞、第 2 因子＜

状況に応じた実践力＞、第 3 因子＜産業保

健専門職としての一貫性＞と命名された。 

質的・量的側面から検討された災害時に必

要な産業保健専門職のコンピテンシーは、

刻一刻と状況が変わる災害発生時から復

旧・復興期までの長期的な視座を持つ、産

業保健専門職としての基盤となる職業倫理

観や価値観をも包括した幅広い概念から構

成されていた。今後は、このコンピテンシー

に基づく教育プログラムの開発や実践評価

指標などの活用が期待される。 

 

【研究７】災害産業保健における教育講習

会の検討  

 企業、自治体職員あるいは医療機関の

災害対応に対する災害産業の教育プログ

ラムの具体的な方法を検討した。産業医

学的な視点がないところから、現在作成

している災害産業保健マニュアルに沿っ

たもの、並びに災害時にほとんどの場合

に発生するメンタルヘルスに対応するべ

く、受援者及び支援者に対するメンタル

ヘルスの講義を行うことを議論した。さ

らに、災害時における産業保健専門職に

必要なコンピテンシーを考慮したその上

で机上訓練を行う。 

 

 
D. 考察 

7 つの研究が実施されており、本年度の

結果を踏まえたうえで、研究の関連性に

ついて以下に示す。 
災害産業保健派遣チームが機能するた

めには、災害時の産業保健についてどの

ようなことが実践されることが産業保健

にとって重要であるかを定義することか

らスタートすると考えられる。本研究の

分担課題、【研究５】災害産業保健のマニ

ュアルが項目であり、その項目を実践す

るために必要な能力が【研究６】コンピ

テンシー調査、である。今回の研究にお

いて、【研究５】においては昨年の災害時

の対応そのものに加え、事前に準備して

おくべきことが整理された。事前に準備

しておくことは、事業者の体制整備や産

業保健スタッフ自体の体制整備が 30 項

目中 21 項目を占めることになった。また、

シナリオ等に基づいたシミュレーション

によりメンテナンスを行うとともに、災

害という予見できないものを予見する努

力を行い、産業保健スタッフ自体で対応

できないものについては外部ネットワー

クを利用することの重要性が示された。

災害産業保健チームが事前にこれらの活

動を行うことは極めて困難であると考え

られる。したがって、フルスペックの災

害産業保健を実践する場合においては改

めて事前協定の必要性について示される

結果となった。今回のようなフルスペッ

クの産業保健を提供する事業所の対応と

して、モデル事業を選定し実践されるこ

とが望まれる。そのために実施された研

究が【研究１】地方自治体での実効性の

ある自治体職員への災害産業保健のため

の方策である。当該研究においては、フ

ルスペックの産業保健を実践するために、

事前協定を締結し、【研究５】で示された

事前準備を実践するとともに、顔の見え

る研究を行うために実施した。【研究２】



医療職員はともに災害時に自らが被災し

ながら、被災者に対しての直接的・間接

的な実務が発生するものである。医療職

は様々な理由から支援の受け入れを拒む

ケースが多いとされている。これは、ジ

ャストフィットの支援ではなく、望まれ

ない支援であったりむしろ受援の大変さ

であったりという要素がそのようなこと

を生む可能性が示唆されている。災害派

遣コーディネーターという職種を配置し

たうえで、受援者に望まれる支援を提供

する枠組みなどが医療職には受け入れら

れる可能性が示唆されている。【研究３】

感染症と【研究４】メンタルヘルスにつ

いては個別のテーマの解決に関するもの

である。【研究３】においては、通常の災

害との際であることとして被害のピーク

が急に訪れることなく準備する状況があ

ることが示唆された。【研究４】のメンタ

ルヘルス対応については、既存のものを

利用するには企業罹災の発生頻度が低く

その能力を産業保健スタッフが維持する

ことが困難であるため外部資源との連携

について言及がされている。これらのこ

とを踏まえたうえで、具体的な「災害時

に産業保健職として役に立つための産業

医育成」と「災害時に応援要請があった

場合に産業医として機能するための要

件」について、整理を行う。 
 
Ⅰ．災害時に自社の産業保健職として役に

立つための産業医育成 

災害時に産業保健職として役に立つた

めには、コンピテンシー調査で以下のよ

うに整理された。 
① 組織調整力 
② 状況に応じた実践力 
③ 産業保健専門職としての一貫性 

組織調整力は産業保健チームとサービ

スを提供する職場の両者での調整力が必

要である。この問題については災害に特

化した問題ではなく通常の産業保健活動

においても重要な課題である。本項目に

ついて、災害に特化したものについて考

察を行う。通常の産業保健と災害の違い

は、前者は想定できるリスクをみんなで

議論しながら対応の順番を決めて丁寧に

解決していくものであることに対し、災

害は急に発生するイベントに対して突発

的・柔軟的に対応することが要求される

もので時に即時的に誰かの権限のもとに

対応内容を発動することが要請される。

究極的な違いは短時間で意思決定をする

仕組みがあるかどうかということが初期

の段階では必要となる。自企業での災害

において初期にかかわれなかった場合に

おいて長期的にもかかわれない可能性が

高い。したがって、組織調整力を発動す

るためには以下の要件が求められること

になる。 
① 災害発生時に産業保健職に連絡が来

る対象になっていること（対策チーム

の一員であること） 
② 災害時の指揮命令や責任体制が明確

になっていること 
③ 産業保健職が従業員にサービスする

に当たり産業保健職自身の安全が確

保されていること 
④ 自身の組織、他組織との連携の方法が

具体的かつ明確に定められており良

好なコミュニケーションが確保され

ること 
これらの要件は、災害医療で実践される

CSCA（Command & Control、Safety、
Communication）とほとんど一致する。

通常の救急医療なくして災害医療がない



ことされているが、通常の産業保健機能

がなくして産業保健機能を実践すること

が難しいことも比較的近い関係性である

といえる。多くの専門職は実務を通じて

組織調整力を磨いていることと考えられ

る。しかしながら、その調整力が比較的

低いと考えられるものに対して、一般的

に調整力を研修等の教育で実務レベルを

向上することは困難であるとされている。

むしろ、現場のことをよく理解した担当

者がスムースに動きやすくなるよう名状

況を外部支援者が行うことが重要であり、

後述する外部支援者の要件として求めら

れるスキルになる可能性がある。 
状況に応じた実践力はサービス対象者

に対して実践を行う際に必要となる。災

害医療と災害産業保健の違いは、災害医

療が傷病者に対する対応であることで目

の前で問題が顕在化しているものに対し

てサービスを提供する。一方で、災害産

業保健は受傷者を減らす・重症化を防ぐ

などの目の前で問題点が顕在化していな

いものに対して予防という観点も含む概

念である。対象者が病者であるか、健康

なものであるかという点についても違い

がある。病者であれば「治療を受けたい」

ということにニーズは比較的集約するが、

健康なものは多種多様なニーズが存在す

るため、ニーズの収集とニーズの評価、

さらにこれを解決できる人材育成を戦略

的に実施することが要求される。また、

災害産業保健は研究５で示されたように、

通常の産業保健のスキルを利用すること

は可能であるが、通常の産業保健は時間

をかけてハザードと曝露量を勘案して判

断し対応することに対し災害産業保健は

それらを判断する時間もないままに“想

定”しながら対応していくという手段を

とらざるを得ない。したがって、通常の

産業保健教育に付け加えた対応が必要に

なる。 
ここで、産業医としての契約種別（専

属/嘱託）ごとにそれぞれのフェーズごと

の対応について考察を行う。専属産業医

であればすべてのフェーズに関わろうと

思えば関わることは可能である。関わる

際の能力についてはすでに述べた。専属

産業医の場合は、過重労働面接指導等の

マンパワー問題の方が大きい可能性があ

る。嘱託産業医の多くは月に 1 回程度の

執務であり、たまたま災害発生のタイミ

ングに執務があることはほとんどなく緊

急対応期に対応することはほぼ不可能と

考えられる。初期対応期以降の産業保健

ニーズであっても、普段の関係性が薄い

ことが多いことから災害時にそのまま事

業場で災害産業保健を実践することはよ

ほどトレーニングされている産業医以外

は困難であることが予想される。我が国

の事業場のうち 95%程度の労働者が所属

する事業場に専属産業医がおらず、また、

嘱託産業医であっても 60%程度の労働者

のカバーがなされていない現状があるこ

とを勘案すると、災害時に産業医がどの

ように役に立つのかわかりやすい資料を

作成し外部支援の要請がしやすいような

パンフレットを作成することが必要であ

ると考えられる。 
 
Ⅱ．災害時に応援要請があった場合に産

業医として機能するための要件 

災害時に派遣される災害産業保健チー

ムにおいて機能するための要件を整理す

る。災害産業保健チームは通常かかわり

がほとんどない状況で対応することが強

いられる。前述、コンピテンシー調査で



整理された①組織調整力について、担保

できる形で対応することが望まれる。す

なわち、派遣前に事前に何らかの取り決

めがあったほうが役割として果たすこと

が可能となる。これについては研究１で

示された通り、事前の協定などが派遣チ

ームと受援者の相互理解を生む可能性が

高く最も望まれる形である。しかしなが

ら、すべてのケースでこのような理想的

な対応ができるわけではない。したがっ

て、災害発生時に産業保健派遣にとらわ

れず貢献できるための方策を研究班で検

討を行った。 
A) 【事前協定型】災害産業保健派遣チー

ムと受援者チームが事前協定を結ぶ

ことで準備の部分から関わり対応で

きる方策（研究 1 などを含めすでに述

べられた通り） 
B) 【要請対応型】災害産業保健派遣チー

ムを準備しておき依頼者からの求め

に応じ派遣できるメンバーを現地派

遣し指導を行う方策 
C) 【情報提供型】受援者が受援負担を心

配するケースにおいては産業保健ニ

ーズを的確に把握できるためのニー

ズ集をダウンロードなど入手しやす

い形で提供を行う方策 
【事前協定型】については、特定の組織

同士の対応以外には困難である。モデル

事業として産業医科大学と某県における

災害派遣協定を締結すんでんであったが

新型コロナウイルス感染症の影響で協定

自体がとん挫した。令和 2 年度に派遣方

法を見直し、再度協定を結ぶ方向で検討

を行う。日本全国の労働者をサポートす

るための人的リソースを検討する。全国

の労働者は約 6000 万人である。そのうち、

同時多発的に被災し支援が必要となる人

数が 100 分の 1 であったとしても 60 万

人を支援できる枠組みが必要であるが、

このような人数を常設組織でカバーする

ことは予算的に困難であると考えられる。

したがって、災害産業保健に精通した専

任スタッフ 2 名程度が【要請対応型】で

養成されたスタッフを指揮するような形

で実践できる可能性がある。この辺りは

令和 2 年度に産業医科大学と某県の協定

が鳴った場合において必要なマンパワー

の割り出しを行う。 
【要請対応型】については、通常の災害

産業保健の対応ができることがまず前提

となる。派遣者特有であることは派遣さ

れた事業者における通常の産業保健ニー

ズがわからないので、当初は派遣事業場

のニーズを的確に対応することで信頼関

係の構築に資すると森ら（Mori K, JOH, 
2013）は述べている。初期のニーズ（緊

急対応期~初期対応期）は傷病対応、健康

診断、過重労働の面接指導など比較的産

業保健の専門家でなくても対応できるケ

ースが多い。したがって、初期対応のメ

ンバーはできるだけ幅広く、対応できる

ため医師を構成することが必要である。

このような実働とともに、災害復旧時の

労働者の健康を統括的にみることも同時

に必要である。これは、過重労働防止の

ためのガイドライン、化学物質や生物学

的ハザードの漏洩に対する具体的意見、 
物理的健康障害の防止のための 3 管理指

導など、産業衛生学会専門医または労働

衛生コンサルタント（保健衛生）などあ

る程度のクオリティがコントロールされ

た集団でなければ対応が困難である。し

たがって、確実な実務面を対応しサポー

トする機能と災害全般の健康面のコント

ロールを行う機能の両面の育成が必要と



考えられた。前者については一般的な産

業保健研修会にて行われていることの応

用である。後者については専門研修を令

和 2 年度に企画する。医療における支援

は前者に該当すると考えられる。 
【情報提供型】については、これまでの

研究班の成果物をホームページ等で公開

するとともに広報も併せて実施すること

が必要である。第 93 回日本産業衛生学会

（旭川、2020）では、災害産業保健のシ

ンポジウムを開催予定である。また、同

学会では事前準備チェックリストを公開

する予定など学会ベースでの広報活動は

順調に進んでいる。それ以外にも、医師

会研修会や産業医科大学が主催する産業

医資格取得講座である産業医学夏期集中

講座でも50単位中1単位を提供するなど、

様々な場面で広報の提供を行い、災害時

に復旧活動とともに労働者の健康を守る

ことを同時進行することの重要性を示し

ていくこととする。 
併せて、企業側へのアプローチも必要

である。企業が BCP（Business Continuity 

Plan）に災害産業保健ニーズという視点

は全くないものと考えられる。多くの企

業は災害復旧をすることに注視し視野狭

窄となり通常であれば労働者の安全を確

保しながら就労させている事業者であっ

ても労働者に過重な負担をかけながら早

期復旧を目指す。労働基準法第三十三条

では行政に届け出を出せば、青天井で労

働を強いることも可能である。しかしな

がら、そこで健康障害が発生した場合の

企業の責任が免責されるわけではない。

しかしながら災害が発生後にこのような

ことを外部から指摘しても事業者に届か

ないことは明白である。したがって、事

前に災害が発生した時にBCPやISO 45001

に記載することを推奨するような取り組

みを行っておくことが必要と考えられる。 

中小企業庁が公開している BCP におい

て従業員の健康を確保するための記載は

ほとんど記載がなかった。BCP に盛り込む

ための要素として災害産業保健ニーズリ

ストから抽出した。 

ひと 

□ 従業員の労働時間管理 

□ 健康問題について対応する専門

家の確保（産業医、衛生管理者

等）、および体制整備 

□ 緊急対応の手段の確認 

 もの 

□ 災害発生時のボトルネック資源 

□ 緊急対応物品 

情報 

□ 災害時の医療機関情報 

□ 災害時に休務させるべき労働者

の抽出 

□ 災害産業保健に関するホームペ

ージの参照 

□ 外部資源としての産業保健総合

支援センターや地域窓口の利用 

□ 産業医科大学 両立支援科学教

室（または産業生態科学研究所 

産業保健経営学教室） 

 これらの情報を整理し BCP 等に含めや

すい形態での情報提供の在り方の検討が

必要である。ここで重要な点はこのよう

な労働者の健康を確保するためには産業

医などの人員が必須であるが、前述の通

り産業医の機能として災害時の対応とい

うものの教育がほとんど実践されていな

い状況がある。災害時に産業医として貢

献できるようなコンテンツを定期的に検

討することとセットで進めていくことが

要求される。 



 

Ⅲ．専門家研修に必要な要素を抽出するた

めの検討 

 今年度の研究成果を踏まえたうえで災

害産業保健派遣チームのリーダー養成研

修プログラムを再考した。 

なお、昨年提案した研修プログラム案は

以下のとおりである。 

1. 災害産業保健総論（1時間・座学） 

2. 災害対応のための産業保健スタッフ

のコンピテンシー（産業保健スタッフ

の災害時の在りかた）（30 分） 

3. 災害時の産業保健ニーズ（1時間・座

学） 

4. 災害時における感染症対策（30 分・

座学） 

5. 職種別（工場・医療機関・地方公共団

体など）の災害時の産業保健ニーズの

特徴（30 分・座学） 

6. 災害時のメンタルヘルス対策・カウン

セリング手法（1時間・座学およびロ

ールプレー） 
7. 災害産業保健ケースメソッド（シミュ

レーション）（3時間・実地） 

8. BCP に産業保健ニーズ対応を盛りこ

む手法の検討（1時間・実地） 

今年度の検討により、まずは自社の産業

保健の実践ができる人材を育成しその上

位機能として災害産業保健派遣機能があ

ることが判明した。したがって、自身の

企業での対応ができるようにセットアッ

プすることが必要である。ただし、産業

保健に対する機能が昨今、メンタルヘル

ス対応や過重労働対策など大きく変貌を

遂げている。自社に工場などの典型的な

有害業務を有していない産業医も多くい

ることが推定される。しかしながらこれ

らを網羅的に教育するとなると膨大な研

修プログラムになることが想定される。

すでに産業衛生学会専門医や労働衛生コ

ンサルタントなど一定の産業医としての

位置づけがあるものに限定した追加の教

育プログラムにすることが必要であると

考えられた。また、新型コロナウイルス

感染症の流行があることから、長時間の

研修会開催が難しくなったことから本当

のコア機能のみ研修することが要求され

るようになった。これにより、コンピテ

ンシー教育で示された、 

① 組織調整力 
② 状況に応じた実践力 
③ 産業保健専門職としての一貫性 

に特化して 5 時間以内の研修会を開催す

ることとする。具体的にはケースを通し

たチームビルディング、状況に応じた対

応能力を強化するための事前学習、一貫

性が揺るがないような産業保健職として

の基本方針の立て方などの教育コンテン

ツを作成する。なお、メンタルヘルス対

応については研究４で専門家でないもの

が直接判断できるような研修は容易では

ないことが判明したため、労働者がセル

フケアできるようなツールを提供するこ

ととする。 

 

 
E. 結論 
 災害時の産業保健は通常の産業保健活

動の延長線上にある一方で、独特の考え方

から自社の災害時に役に立つ産業医であっ

ても一定の教育が必要であると考えられた。

一方で、災害派遣についてはいくつかの災

害に際して派遣要請を聴取しても躊躇する

ケースばかりで派遣チームを作成してもその

ままでは機能しない可能性が高い。したがっ

て、3 段階の災害産業保健への貢献方法を



研究班で模索した。 

【事前協定型】災害産業保健派遣チームと

受援者チームが事前協定を結ぶことで準備

の部分から関わり対応できる方策 

【要請対応型】災害産業保健派遣チームを

準備しておき依頼者からの求めに応じ派遣

できるメンバーを現地派遣し指導を行う方策 

【情報提供型】受援者が受援負担を心配す

るケースにおいては産業保健ニーズを的確

に把握できるためのニーズ集をダウンロード

など入手しやすい形で提供を行う方策 

これらの対応がうまくいくような研修プログラ

ムとツールの作成が望まれる。 
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表１．災害産業保健と災害医療のフォーカスの違い

 

 災害産業保健 災害医療 

おもな対象者 被災健常者（労働者） 被災傷病者（住民） 

サービス投入時期 被災後も継続的に必要 被災初期が最大 

サービスの内容 予防 医療 

予期されるサービスの種類 多種多様で想定困難 医療の範囲内 

投入が必要なマンパワー 限定的 膨大 

ベースとなる知識 産業保健 救急医療 

教育の手法 産業保健とは独立 

（通常のリスクアセスメントの

手法が利用できない） 

救急医療の延長 

 



労災疾病臨床研究事業費補助金 

 分担研究報告書 

 

実効性のある自治体職員への災害産業保健のための方策 
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研究要旨： 実効性のある自治体職員への災害産業保健のための方策を検討するため

に、自治体職員の健康管理を行っている職員健康推進監および保健師の参画を得てフォ

ーカスグループディスカッションを実施した。ディスカッション項目は①自治体職員の健康

確保のための事前の準備、②実効性を持たせるための方策、③職員支援のための具

体的スケジュールとされた。フォーカスグループディスカッションの結果、自治体職員の

健康確保を行うためには、災害産業保健チームと当該自治体との事前協定によるモデル

事業が必要でその準備が重要と結論され、同結論に基づき災害産業保健チームと当該自

治体の協定文書（案）が開発された。一方、今般の新型コロナウイルス感染症のように、災

害産業保健チーム自体が被災するような状況（新興感染症のパンデミック）では、派遣者の

確保は困難となる可能性が高いので、これまでにない新しい支援様式を検討することが必

要であることが示唆された。 

Ａ．研究目的 

大規模災害が発生した時には、広域の

地域が被災し破壊される。自らの力で災害

状況から回復することは困難で、外部者の

支援を受けながら復旧することになる。復

旧作業を行う際に、負担の大きい職種とし

て自治体職員が挙げられる。多くの自治体

職員が避難所運営、被災認定などこれま

で対応したことのない業務に携わる必要が

あり物理的・化学的・人間工学的健康障害

要因にさらされる。みならず、自治体職員

は直接的な住民対応の際、住民の怒り・不

安などを直接的に曝露し精神的な負担を

感じるケースが多い。昨年までの検討で自

治体職員には以下の産業保健的特徴を備

えていることが判明している。 

 

自治体職員の災害時職務・産業保健特性 

 住民優先 

 法令・事前計画遵守 



 災害対応・復興の前線に立つと同時

に、自らも被災している 

 常に正しい情報を出し続けなければ

ならない 

 相手によって都度対応の際のトーンを

変える必要性があり、負担となる 

 地域により復旧状況に差があるなか、

常に一番被害が大きい地域への優先

対応を迫られる 

 住民のやり場のない怒りの矛先が自

治体職員に向けられる 

 弱音を吐けない 

 平時の産業保健体制整備が企業と比

較して不足（健康管理医の選任率等） 

 

平時には問題となっていなかった健康

上の課題が、災害をきっかけに急に顕在

化することもあるがスクリーニング体制がな

く、上司等に気づかれぬまま勤務すること

もある。自治体職員の健康を保持するため

に必要な要素について議論を行い、実効

的な対策を検討することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 自治体職員の健康管理を行っている職

員健康推進監および保健師と、研究代表

者（TS）、研究協力者（IY）でフォーカスグ

ループディスカッションを実施し、TSがディ

スカッションのモデレーターをつとめた。ス

ーパーバイザーである研究分担者（KTお

よびOR）および研究協力者（KY）にディス

カッションのサマリーを確認し妥当性を担

保した。ディスカッションは2時間実施し、

ディスカッション項目は、 

1. 自治体職員の健康確保のための事

前の準備 

2. 実効性を持たせるための方策 

3. 職員支援のための具体的スケジュ

ール 

 

（倫理面への配慮） 

専門家へのインタビューは同意が得られ

た方に対してのみ行った。心的外傷にふ

れる質問はしていない。 

 

Ｃ．研究結果 

フォーカスグループディスカッションによ

り、以下の知見が得られた。 

１．自治体職員の健康確保のための事前

の準備 

 災害時の自治体職員の健康確保を行う

ためには通常の業務を超えた産業保健サ

ポートが必要であることが合意された。すな

わち外部人材の活用が必要であることが示

唆された。しかしながら、自治体職員の特

徴として以下の点が挙げられ、発災後、事

前の準備なくして産業保健上の外部支援

者の投入には効果が得られにくいことが議

論された。 

 外部支援者が自治体職員の健康問題

を的確に把握できずニーズに合わな

い支援を行う 

 外部支援者との信頼関係が構築され

ておらず相談に足りる人材と自治体職

員が受け入れ難い 

 行政職でない外部支援者との接触に

ついて慎重な職員が多い 

 秘密保持契約がないなかで情報公開

承認等の手続き等があいまいのどのよ

うになっているか不明で自治体職員が

安心できない 

 外部支援者が危機管理体制の中でど



のように位置づけられているか不明 

 外部派遣者の役割が不明確でむしろ

自治体側の受援の手間となる 

 外部支援者の安全を確保することが

困難 

 不特定かつ人員が入れ替わっていく

外部支援者とのコミュニケーションの

複雑さ 

 外部支援者の質の管理 

 これらの問題を打破するために、外部産

業保健人財について組織間の事前協定を

結んでおくことの重要性が示された。 

 

２．実効性を持たせるための方策 

 実効性を持たせるための議論として、前

述の問題点を事後ではなく事前に解決し

ておくことの重要性が示された。そのため

に必要なことは、 

 質を担保された産業医集団の派遣組

織を形成しておくこと（災害産業保健

派遣チーム） 

 災害産業保健派遣チームと当該自治

体の間で、派遣の目的、適応災害、支

援内容、支援に係る費用、支援側およ

び受援側の体制の明確化、などを話

し合っておくこと 

の必要性が示唆された。また、 

 事前に顔の見える関係性を構築する

ために研修会などの開催（健康管理

医等が専任されている場合は当該役

職者との関係構築が特に重要） 

 受援者側の意識を高めるための知事

などのトップからの呼びかけ 

がなされることが実効性を高める可能性が

高いと示唆された。 

 また、質の高い産業保健派遣チームのみ

であれば、対応の困難性も併せて指摘さ

れている。自治体職員に膨大な職務が発

生することで過重労働対策を行う必要があ

ること、点在する避難所等の職場巡視等を

行うための人材の必要性があることなどか

ら一定数を確保することも必要とされた。産

業衛生専門医や労働衛生コンサルタント、

産業保健看護専門家などの資格を取得し

ている産業保健職は我が国にはそれほど

潤沢なリソースがないことから、比較的限定

的な業務（過重労働の面接指導、高血圧・

睡眠などの一般的な指導など）を担う人材

についても併せて検討することの必要性が

示唆された。 

 

３．職員支援のための具体的スケジュー

ル 

 スケジュールには事前と災害時の両者が

あることが確認された。 

【事前】 

 健康管理医等と支援者の関係構築 

 定期研修会の開催（年1～2回程度） 

 組織図・名簿などの定期交換 

 マニュアルや事業継続計画について

のコンサルティング業務 

【災害時】 

 派遣に至るまでの手続きフロー 

 支援者の受け入れ体制（宿泊場所確

保などロジスティック課題を含む） 

 支援活動の内容 

 支援者から自治体への活動成果・課

題・体制更新等に関するフィードバッ

ク 

 フェーズに応じた産業保健体制・支援

活動内容の更新 

 事前の対応については派遣時の災害対



応のレベルを高めるために非常に重要で、

特に平時に自治体職員の健康管理活動

実務に従事している健康管理医等保健職

との連携が極めて重要という認識で一致し

た。また、災害後に複数の派遣者が感じた

ことをそのまま被災自治体にフィードバック

を行うと、派遣者により始点が異なり時に矛

盾する指摘・改善への助言へつながること

が災害派遣への現地の抵抗感を生む可能

性があることから、フィードバックについて

は支援側代表者等から一元化的に実施す

ることが望ましいとされた。 

 

D.考察 

 自治体職員の支援については、自治体

の置かれる災害産業保健上の特性、自治

体職員の特徴などから、発災後に急に産

業保健チームを派遣しても効果がない可

能性が高いことが示唆された。これについ

ては、2018年、2019年に災害が発生した事

例（台風、洪水、地震など）について、該当

自治体に産業保健上の支援を申し出たが

すべてのケースについて、支援の申し出を

辞退されたことからも支持される。したがっ

て、災害時に具体的な派遣協定を結んで

おかなければ実効性が得られない可能性

が高い。そのことを解決するために、本研

究では、事前準備、実効性を高める工夫、

スケジュールの整理などをフォーカスグル

ープディスカッションで整理した。 

 事前の準備としては、災害産業保健派遣

チームが災害時に果たすことができること

を明確化し、派遣の目的を明示し、該当自

治体との事前協定を結ぶことの重要性が

示唆された。また、企業向けに整理した災

害産業保健マニュアルは自治体健康観察

監に確認したところ、主語を変えればその

まま自治体職員にも転用できる部分が多く

存在していることが判明し改訂の際にはそ

のことを記載することも重要であると考えら

れた。 

実効性を高めるためには、質の担保とと

もに量的に派遣者を確保することの必要性

が示唆され両者の養成の重要性が示唆さ

れた。比較的限定的な産業保健ニーズへ

の対応は通常の臨床的知見でも対応が可

能 で あ る こ と か ら 既 存 の 派 遣 チ ー ム

（DMATなど）との連携で解決を目指すこと

が受援側の負担も少ないと考えられた。す

なわち災害派遣時には既存チームとの即

座の連携ができる方策を検討しておく必要

がある。 

具体的スケジュールでは文書での合意

が必要であり事前協定を定期的に更新す

ることで解決する可能性が示唆された。 

このような状況を検証するために、モデ

ル事業として、産業医科大学と某県との災

害産業保健協定を結び、災害派遣シミュレ

ーションを実施し、うまくいった場合におい

ては対照を拡大していくことで合意が得ら

れ た 。 協 定 文 書 案 を 開 発 し た の で

Appendixに示す。両者の事前調整が進み、

令和２年３月16日に協定調印式の予定で

あったが、新型コロナウイルスの国内流行

（のちにパンデミック）のため、協定は延期

となった。協定延期の理由は、コロナウイル

スの対応で協定を行うことができなくなった

こと、派遣者自身も災害に見舞われている

場合においては派遣することが困難になる

こと、派遣自体が人の移動を伴うためコロ

ナウイルスの蔓延につながる恐れがあるこ

と、などから新興感染症については同一の



枠組みでの支援の難しさなどが指摘された

からである。新型コロナウイルス拡大が落ち

着いてから、地域がある程度限局し、派遣

者の方が被災していない場合に対応可能

な協定調印について再度実施を目指すも

のとする。 

 

E. 結論 

自治体職員の健康確保を行うために

は、災害産業保健チームと当該自治体と

の事前協定によるモデル事業が必要でそ

の準備が必要である。ただし、災害産業保

健チーム自体が被災するような状況（新興

感染症のパンデミック）の場合には、機能し

ない可能性が高いので、支援内容から外

すか、別途新たな支援内容の検討が必要

であることが示唆された。 

 

F．本研究に関連した学術発表 

1. 〇Tatsuhiko Kubo, et al. Health Data 

Collection Before, During and After 

Emergencies and Disasters—The Result 

of the Kobe Expert Meeting. 

International Journal of Environmental 

Research and Public Health   16(5) 893   

Mar 2019   
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災害時産業保健支援に関する高知県との協定について（案） 

 

１ 目  的 

近年、日本国内においては、大規模な災害が発生しているところであるが、大規

模な災害が発生した場合は、その地域における行政機能が適正に確保され、災害の

状況把握や迅速な対応が要求されるところである。 

そのような状況の中、被災した住民の復旧、復興に向けた心とからだのケアにつ

いては、優先して実施されるものの、災害救援に従事する行政職員の心とからだの

ケアやマンパワー不足による過重労働対策などは、十分に機能していない現状で

ある。 

今回、東日本大震災における産業医科大学の支援体制が評価され、●●県から災

害発生時に被災した職員や災害救援に従事する職員に対する産業医及び保健師等

による産業保健支援の依頼があり協定を締結するものである。 

 

２ 定  義 

「災害」とは、災害対策基本法第 2条第 1号に規定する暴風、竜巻、豪雨、豪雪、

洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象

又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類

する被害をいう。 

 

３ 支援内容 

災害発生時に被災した●県の職員（以下「県職員」という。）及び災害救援に従事

する県職員が、心とからだの健康を保ちながら、迅速かつ的確に業務を遂行するた

め、産業医科大学が高知県に対して次の支援を行う。 

(1) 通常時 

     支援対策準備に関すること（研修、マニュアル作成支援等） 

(2) 災害発生時 

     産業保健体制の支援に関すること（健康診断、面談、医療機関との連携） 

(3) その他 

     その他産業保健支援に必要と認められるもの（情報収集、支援名簿提出等） 

 

 ４ 支援に関する費用 

協定に基づき、産業保健支援対策業務に要した費用は●●県が負担する。 



 

 ５ 支援体制（表１参照） 

(1) ●●室に災害時産業保健の組織を編成する。 

(2) 支援スタッフは、本学の教職員、産業医、保健師及び事務職とする。 

(3) その他、必要に応じ本学の卒業生である産業医又は保健師の応援を可能とす

る。 

 

（表１）学内支援体制 

    災害の規模により必要に応じて支援スタッフ数を増やすことがある。 

●●県災害時産業保健支援プロジェクトチーム（仮称） 

機関決定 責 任 者 ●● 所属・役職：●●・●● 

指  揮 副責任者 ●● 所属・役職：●●・●● 

スタッフ 産 業 医 ●● 所属・役職：●●・●● 

スタッフ 産 業 医 ●● 所属・役職：●●・●● 

スタッフ 産 業 医 ●● 所属・役職：●●・●● 

スタッフ 保 健 師 ●● 所属・役職：●●・●● 

スタッフ 保 健 師 ●● 所属・役職：●●・●● 

スタッフ 保 健 師 ●● 所属・役職：●●・●● 

スタッフ 事務担当 ●● 所属・役職：●●・●● 

   ※ 発令は行わず決裁処理とする。 

   ※ 派遣の取扱いは、業務命令による出張（労災対象）とする。 

   ※ 必要に応じ、責任者はメンバーによる会議を招集できるものとする。 

 

６ 協定書（案）及び締結予定について 

(1) 協定書（案）  別添のとおり 

(2) 締結予定日   令和●年●月●日から（１年間） ※必要に応じて更新す



る。 

 

７ その他 

(1) 体制及び運営に必要な事項は、実施要綱で別に定める。 

(2) 協定締結承認後、大学及び●●県から報道機関に対してプレスリリース予定 

  



●●県災害時産業保健支援プロジェクトチームの運営に関する実施要綱

（案） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、●●県との災害時産業保健支援に関する基本協定書に基づき、学

校法人産業医科大学（以下「学校法人」という。）が、災害発生時に高知県の産業医

及び保健師が実施する産業保健支援対策（以下「支援対策」という。）への協力にあ

たり、高知県災害時産業保健支援プロジェクトチーム（以下「災害時産業保健ＰＴ」

という。）の運営に必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織等） 

第２条 災害時産業保健ＰＴは、次のメンバーをもつて組織する。 

(１) 学長 

(２) 副学長（学長が指名する副学長） 

(３) 産業医科大学の教育職員のうち産業医の資格を有する者 

(４) 産業医科大学の職員のうち保健師の資格を有する者 

(５) 産業医科大学の卒業生産業医 

(６) 産業医科大学の卒業生保健師 

(７) その他学長が必要と認めた者 

（協力事項） 

第３条 災害時産業保健ＰＴは、●●県に対し次の事項を協力するものとする。 

（１）通常時   支援対策準備に関すること 

・研修 

・災害に関する研究活動 

・マニュアル作成の支援 

・その他準備に必要な支援 

 （２）災害発生時 産業保健体制の支援に関すること 

・●●県の職員に対する健康診断や面談 

・医療機関との連携 

・その他産業保健体制に必要な支援 

 （３）その他   支援対策体制が必要と認められること 

（災害時産業保健ＰＴの運営） 

第４条 学長は、災害時産業保健ＰＴの責任者となり、会議が必要なときは、メンバー

を招集することができる。 

２ 学長は、災害時産業保健ＰＴのすべての機関決定を行うものとする。 

３ 学長が不在又は事故があるときは、第２条第２号に規定する副学長が副責任者とし

てその職務を代行する。 



４ 副学長は、学長の指示の下、災害時産業保健ＰＴメンバーを統率し、指揮するもの

とする。 

５ 災害時産業保健ＰＴメンバーは責任者及び副責任者の指示に基づき、業務を遂行す

るものとする。 

６ その他災害時産業保健ＰＴの運営に必要な事項は、会議で審議し学長が決定する。 

（支援対策に関する派遣） 

第５条 支援対策に必要な場合は、学長は災害時産業保健ＰＴメンバーを●●県に派遣

することができる。 

２ 災害時産業保健ＰＴメンバーを派遣したときの取扱いは、本来業務とする。 

３ 災害時産業保健ＰＴメンバーを第３条第２号に定める災害発生時に派遣するとき

は、学長は、現地の安全状況等充分に確認したうえで派遣するものとする。 

４ 前項に規定する派遣を行うときは、学長は、派遣前に理事長の許可を得るものとす

る。 

（学外の災害時産業保健ＰＴメンバーの取扱い） 

第６条 第２条第５号及び第６号に規定する学外の災害時産業保健ＰＴメンバーを委

嘱するときは、当該メンバーの所属する機関の長及び本人から書面による同意を得

るものとする。 

（庶務） 

第７条 災害時産業保健ＰＴに関する庶務は、大学事務部●●課において行う。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、理事長が学長と協議して決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和●年●月●日から施行する。 

  



（別添） 

災害時産業保健支援に関する基本協定書（案） 

 

高知県（以下「甲」という。）と学校法人産業医科大学（以下「乙」という。）とは、

災害発生時に甲の産業医及び保健師が実施する産業保健支援対策（以下「支援対策」と

いう。）への協力に関する基本協定を、次のとおり締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生時に被災した甲の職員及び災害救援に従事する甲の職員

が、心とからだの健康を保ちながら、迅速かつ的確に業務を遂行するための事前の準

備や発生後に甲の体制では十分な支援対策を実施することができない場合において、

乙に協力を得て、円滑に実施できるよう必要な基本的事項について定めることを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において、「災害」とは災害対策基本法（昭和 36 年法律 223 号）第２

条第１号に規定するものとする。 

２ その他前項に準じた災害で、特に必要があり甲から乙に協力を要請したもの 

（協力要請の窓口） 

第３条 甲及び乙は、あらかじめ支援体制業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必

要な情報を相互に連絡するものとする。 

（支援対策等の内容） 

第４条 支援対策の内容は次のとおりとする。 

 （１）通常時   支援対策準備に関すること 

・研修 

・災害に関する研究活動 

・マニュアル作成の支援 

・その他準備に必要な支援 

 （２）災害発生時 産業保健体制の支援に関すること 

・甲の職員に対する健康診断や面談 

・医療機関との連携 

・その他産業保健体制に必要な支援 

 （３）その他   甲乙が協議し支援対策体制が必要と認められること 

（協力要請の方法） 

第５条 甲は、乙に応援の要請を行うにあたっては支援対策の内容、日時、場所、その

他の必要事項を明らかにして、文書により要請を行うものとする。ただし、緊急を要

する場合は、電話や電子メール等の通信手段又は、口頭により要請できるものとす



る。その場合は、速やかに文書を作成し、乙に対し提出するものとする。 

（協力） 

第６条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに乙の職員を派遣するものとする。

ただし、災害時において派遣による生命の危険が生じている期間は、乙は派遣の制限

又は中止することができる。 

（費用の負担） 

第７条 乙の職員が支援対策業務に要した費用は、甲が全額負担するものとする。 

２ 経費の算出方法については、高知県職員の旅費に関する規則を基準として、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（名簿等の提出） 

第８条 乙は、甲に対して次の書類を甲に提出するものとし、内容に変更あった場合は、

その都度提出するものとする。 

 （１）支援対策業務に関する乙の組織図 

 （２）支援対策業務に関する連絡担当者 

 （３）支援対策業務に従事できる職員名簿 

 （４）その他、必要と認められるもの 

（協議） 

第９条 甲及び乙は、この協定に基づく支援対策業務が円滑に実施できるよう必要に応

じて協議を行うものとする。 

（情報収集、活用） 

第 10 条 甲及び乙はこの協定に基づく支援対策業務で得られる情報の収集、活用を行

う場合は、次の事項を遵守するものとする。 

 （１）産業保健支援の推進を目的とすること 

 （２）広報、発表等に活用する場合は、甲乙双方で協議し、事前の承認を得ること 

（個人情報の取扱い） 

第 11 条 甲及び乙はこの協定に基づく支援対策業務で得られる個人情報の取扱いにつ

いては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び個人情報の保

護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号）に基づき適正に管理するものとす

る。 

（その他） 

第 12 条 この協定に規定するもののほか、特に必要な事項は、その都度甲乙で協議し

て定めるものとする。 

（適用） 

第 13 条 この協定は、令和２年４月１日から令和３年３月 31 日までとする。ただし、

この期間の終了１か月前までに甲乙いずれからも延長しない申入れがない場合は、

本協定は自動的に１年間延長するものとし、以後も同様とする。 



 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自

１通を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

甲 ●●                            乙 ●● 

 



厚生労働科学研究費 

 分担研究報告書 

 

災害時等の産業保健体制の構築のための研究 

～医療機関の外部支援モデルの策定～ 

 

研究分担者 中森 知毅  労働者健康安全機構 横浜労災病院 救命救急センター 

    救急災害医療部 部長 

研究分担者 三田 直人  労働者健康安全機構 横浜労災病院 救命救急センター 

    救急災害医療部 副部長 

 

研究要旨 

我が国は，世界有数の自然災害大国である．しかし近年，災害に十分な準備がで

きていない地域が被災し，多大な被害を被る事案が続いている．被災地の保健医療

面での復興は，被災地内の保険医療機関が中心となって支援や受援体制を整えるこ

とが期待されているが，自らも被災しているにもかかわらず，平時以上の活動を余

儀なくされる自治体職員や病院職員には，特異な産業保健ニーズが発生すると予想

される。一昨年度は，この産業保健ニーズを検討し，よりよい支援体制案を検討す



る研究を計画した．昨年度は，過去の被災地内の病院や保健所で，インタビュー

調査を実施し，施設の被災状況，職員の勤務に影響を及ぼした要素等について明ら

かにした．今年度は，保健医療機関が速やかに外部支援を求め，効果的な支援を受

けることができるようになるために，どのような体制が必要なのかを考察した． 

 

これまでの調査の結果 

 被災地の保健医療施設は，その施設のインフラの障害が少なくても，職員が直接

あるいは間接的に被災者となりうる．よって，被災地を管轄内にもつ保健医療機関

には，何からの負担がかかることは必定である．この負担を軽減し，必要とされる

業務を行うためには，勤務者の確保，水，電気，酸素，食料などのインフラの確保

は当然ながら，さらに保健医療支援を行うための人材や物資の要請や，これらの支

援者や支援物資に対応する人材が必要となる．  

 しかし，これまでの調査から，被災地の保健医療機関は，外部支援要請をためら

う事が多いと言わざるを得ない．その理由として聴取されたのは，①まだ実状を把

握するための情報が不足している，②事業継続は困難だが，どのような支援を要請

すべきかを決められない，③事業継続は困難だが，外部支援者を受け入れるとその

対応のために負担が増える，④支援を要請する時期を逸したと感じている，などの

理由であった．被災地では，このような感情を抱きがちになることは十分理解でき



るが，いずれも復興を遅らせてしまう要因となることは明らかである．上記①～④

にたいして，①については，そもそも情報収集には時間がかかるものであり，②は，

どのような情報や事態にいたれば支援要請を決定できるのかを決定できないこと

が多く，③と④については支援者の態度や技量によって受援者の負担を減らし，最

善の支援を得ることができるものである．①と②については事前の BCP 作成が必

要で，③と④は従前から，よき支援者を育てる体制が解決法となる．しかし，BCP

やよき支援者が存在しなくても，あるいはこれらが不十分であったとしても，もし

被災した場合には，被災地内の保健医療機関は支援を要請することが必要である．

これは，被災者を守るためにいち早く行うべき事である， 

 

理想的な支援体制の提案 

前述したように，被災地にあっても様々な理由から支援を要請することをためらう

ことは珍しくない．これは単に災害に対する知識が乏しい，ということだけではな

く，国民性あるいは地域性といった文化的要素の関与も大きいと推察する．自然災

害大国であるにもかかわらず，このような文化的要素をもった我が国で，受け入れ

やすい支援のあり方として，二段階支援を提案したい． 

二段階支援とは，被災した，あるいは被災地に近い保健医療機関は，まず第一段階

として，速やかにコーディネーター派遣を要請する．このコーディネーターに求め



られる機能は，どのような機能あるいは物資の支援が事業継続のために必要なのか

を，受援者と共に考えられることである．より詳細に述べるとしたら，その保健医

療機関に勤務する人々の肉体的，精神的な負担を理解でき，被災地内外のどの組織

と連携すればその負担を減らすことができるのかを理解できる能力である．第二段

階としては，コーディネーターが必要と考えた業務を実際に行うことができるモジ

ュールの派遣である．このモジュールには，その実務を指揮する人と被災者の代わ

りに実務そのものを行うことができる人員が必要である．このような二段階制をと

ることによって，被災者も支援の必要性を理解し，支援過多を防ぎ，よりスムース

な地元体制への復旧も期待でき，支援者と受援者のよりよい関係性を築くことを期

待できる． 

 

二段階支援を有効に刷るために必要な要素． 

一方，支援者は被災地に入ったとき，以下の 3 つの要素を考える傾向がある．①

現在生じている問題点は何か，②どのようにすればそれは解決するのか，③被災

前はどのような体制であったのか，である．この中で③については，受援者が事

前に理解していることが求められ，それを支援者に提示することが必要である．

しかしこれは特別な事ではなく，地域包括ケアの中でのその医療施設の立ち位

置，あるいはその地域の保健圏域の構造を理解していれば可能である．むしろ支



援者に対して受け身にならず，被災地の地元の構造を支援者に積極的に伝えよう

とする行為が必要である． 

 

まとめ 

被災地内あるいはその近隣の保健医療機関には多大な負荷がかかる．しかし，多

大な負担が増える中，支援を求めず活動を続けなければならない状態が続くこと

が多い．これらの保健医療機関を支援する場合，まずコーディネーターを派遣

し，無理や無駄のない二段階支援を行うこと，さらに受援者は平素から地元の保

健医療構造をよく理解し，これを支援者に伝えることが重要である．次年度は，

このコーディネーター育成に必要な要素，地元の保健医療構造をよく理解する，

とはどのような内容を理解すべきかを明確にしていく． 

 

 



労災疾病臨床研究事業費補助金 

 分担研究報告書 

 

～大規模災害と新興感染症の災害産業保健上のニーズの比較～ 

 

研究代表者 立石清一郎 産業医科大学保健センター 准教授 

研究分担者 鈴木克典 産業医科大学病院感染制御部 講師 

研究分担者 森晃爾 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 

研究協力者 五十嵐侑 リコー株式会社 産業医 

研究協力者 松岡朱理 HOYA 株式会社 産業医 

研究協力者 横川智子 JR 東海 産業医 

研究協力者 川角美佳 ブラザー株式会社 産業医 

 研究協力者 菊池広大 リコー株式会社 産業医 

 

研究要旨 

【目的】2020年2月ごろから我が国でもSARS-CoV-2の流行が発生したが、災害産業保健

マニュアルにおける産業保健ニーズの発生の項目、時期、対応方法について検証を行う。 

【方法】企業の産業医をしている本研究班のメンバーにより災害産業保健マニュアルと照ら

し合わせて、自身の企業での発生状況を確認の上、その差異の収集を行った。収集され

たデータをもとに、研究者集団（TS、MK、IY、MJ、YT、KM、KK）にて、ZOOMを用いたWE

B会議で2時間のディスカッションを行い新興感染症の際の産業保健ニーズへの対応方法

について検証を行った。 

【結果】2020年3月時点で、以下のマニュアルに改訂される8つの提案事項が抽出された。

①フェーズ0（P0）感染拡大準備期の設定について、②感染期に備えた衣食住の準備の必

要性の明記、③生物学的ハザードおよび特定危険行為の確定、④有症状者や濃厚接触

者が出勤せず周囲に感染させないための仕組みづくり、⑤ボトルネック資源の確保、⑥易

感染性など影響を受けやすい職員の安全確保、⑦急遽テレワークをせざるを得なくなった

職員の健康障害防止および生産性の確保、⑧対策本部への提言を行うためのポジション

確保。 

【考察】新興感染症と大規模災害においては、発端国での発症状況を見て予見的に準備

できる可能性が高く、通常の災害の場合とフェーズの進み具合に差異があることが示唆さ

れた。次年度以降の新興感染症での産業保健ニーズの発症状況を鑑みて、新興感染症

用の災害産業保健マニュアルの作成を目指す。 

  



Ａ．研究目的 

本研究班において、企業において災害

時に事業を継続しながら従業員の健康確

保を行うための災害産業保健マニュアルを

整備・改訂をおこなった。本マニュアルは

爆発事故、大震災、犯罪などのテーマをも

とに作成されている。大地震などは一般的

に広域に影響を及ぼすとされているが、新

興感染症のように日本全体や世界全体が

被災している状況とは影響がおおきく異な

る。2020年2月ごろから我が国でもSARS-

CoV-2（COVID-19の原因ウイルス）の流行

が発生したが、災害産業保健マニュアルに

おける産業保健ニーズの発生の項目、時

期、対応方法について検証を行う。 

 

Ｂ．研究方法 

企業の産業医をしている本研究班のメン

バーにより災害産業保健マニュアルと照ら

し合わせて、自身の企業での発生状況を

確認の上、その差異の収集を行った。収集

されたデータをもとに、研究者集団（TS、

MK、IY、MJ、YT、KM、KK）にて、ZOOMを

用いたWEB会議で2時間のディスカッション

を行い新興感染症の際の産業保健ニーズ

への対応方法について検証を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

 産業保健ニーズ一覧（表１）に照らし合わ

せて検証を行った。産業保健ニーズは、 

フェーズ１（P1）：緊急対応期 

フェーズ２（P2）：初期対応期 

フェーズ３（P3）：復旧計画生 

フェーズ４（P4）：再稼働準備期 

フェーズ５（P5）：再稼働準備期 

季節ごとの諸問題（PS） 

という時系列ごとに、それぞれのカテゴリー、 

A.ライフライン・衣食住 

B.産業保健サービスに必要な情報 

C.産業保健サービスのインフラ 

D.現場の安全衛生 

E.被災した危機事象に直面した者（への対

応） 

F.発生する問題への対応者（への対応） 

G.災害の原因に関与した者（への対応） 

H.影響を受けやすいもの（への対応） 

I.全体の従業員（への対応） 

についてマトリクスを作成し小項目ごとの解

説をしているものである。今回の報告書で

は、それぞれのマトリクスの交点につい

て、フェーズの数字とカテゴリーのアル

ファベットでそのセルを示すものとす

る（例、フェーズ１のカテゴリーEについ

ては１Eと記載）。 

 まずフェーズについての検証について、

今回の新興感染症は12月に中国武漢にて

感染の広まりが指摘され始め、1月になっ

てから本邦第1例目が確認された。その後、

発症者数の指数関数的増加がみられ、3月

上旬の北海道知事の外出自粛要請から3

月中旬の東京都の外出自粛要請という流

れであり、比較的緩徐に進展がみられる状

況であった。災害産業保健マニュアルの事

象のほとんどは、何らかのイベント⇒復旧

作業という流れであり、イベントの初動が最

大のインパクトである点から考えると時系列

の流れをこのまま利用することは困難であ

ると考えられた。フェーズ１である緊急対応

期になる前に、我が国または企業内で感

染が確認される前の感染拡大準備期間（フ

ェーズ0）が存在する可能性が示唆された

≪提案１：フェーズ0（P0）感染拡大 



準備期の設定について≫。令和2年3月31

日現在は我が国でも流行の兆しがみられ

ておりフェーズ１に入りかかっている状況で

あるが、本報告書においてはフェーズ0の

部分を中心に整理するものとする。 

フェーズ0の時期であっても、今回の感

染の発端国である中国に支社が存在したり、

駐在員が存在したり、という場合において

はフェーズ０の段階でも緊急対応期（P1）が

すでにスタートしている状況もありうることも

併せて示唆された。また、本邦が発端国で

あった場合においてもフェーズ０が存在せ

ずすぐにフェーズ1になることも併せて示唆

された。フェーズ０において、ライフライン・

衣食住については中国やイタリアなどの都

市封鎖をされるような状況になったら、すべ

ての企業活動が停止するため企業としての

備蓄の必要性がなくなる。ただし、帰宅困

難者などが相当程度出る可能性のある立

地・業態である場合においては、食事・毛

布・宿泊場所の準備などの必要性が検討

された。具体的には、医療職・インフラ関連

企業などの場合においては、流行拡大が

みられても事業を継続する必要性が見られ

るため、感染期の事業継続計画と合わせ

て衣食住の準備を行うことの検討が必要で

ある。≪提案２：０Aにおいて、感染期に

備えた衣食住の準備の必要性の明記≫ 

 感染拡大準備期において、産業保意見

スタッフにとって最も重要な企業側のニー

ズである可能性が示唆された。フェーズ0の

情報収集（０B）においては、新興感染症の

毒性の強さ、流行様式（空気感染、飛沫感

染、接触感染等）、感染力（推定される再

生産数）などの新興感染症ウイルスのハザ

ード情報について情報収集が必要であっ

た。また、3蜜（密閉、密集、密接）というキ

ーワードが流布したり、イベントやナイトクラ

ブ・キャバクラなどでの感染の懸念が指摘

されたりするなど特定の危険行為について

も従業員に周知することの必要性が示唆さ

れた。≪提案３：０Bにおいて、生物学的

ハザード、および特定危険行為の確定≫。 

 産業保健サービスのインフラ（産業保健ス

タッフ自身の安全）については、初期にお

いて、発熱者は産業保健スタッフが診察の

うえ自宅待機かどうか判断するという議論

が多く見受けられた。しかしながら、新興感

染症の場合、初期には生物学的ハザード

を確定することは困難であり診察そのもの

が感染のリスクである。発熱等の有症状者

を職場に来させない、健康管理部門にも立

ち入らせないための整理を感染が流行す

る前から準備しておくことの重要性が示唆

された。具体的には、有症状者は出勤せ

ず電話連絡をすることを企業内の約束事と

し、確実に履行できるような仕組みを策定

することが重要であると示唆された。これら

の取り組みは次カテゴリーである現場の安

全衛生にも重要で感染者の流入防止に非

常に有用である。また、濃厚接触者につい

ても同様でルールを決めておかなければ

知らず知らずのうちに出勤し感染を広めて

しまう必要がある。感染の広がりが見える前

に有症状者とあわせてルール作りを行って

おくことが重要である≪提案４：0C、0Dに

おいて有症状者や濃厚接触者が出勤せ

ず周囲に感染させないための仕組みづ

くり≫。 

職場の安全衛生（０D）で言えばボトルネ

ック資源も大変重要な課題であった。通常

の災害の場合においては地域限定的に必



要物品が不足するという事態であったが、

全世界的な広がりを見せる新興感染症に

おいては、必要な時期にはすでに確保が

できないという状況となり、マスクや消毒用

アルコールや次亜塩素酸ナトリウムの不足

が発生した。どのような状況においても事

業継続が必要な事業場においては、ボトル

ネック資源を数か月～半年程度のスパンで

備蓄しておくことが必要であることは今回新

たな知見であるといえる≪提案５：０Dにお

いて、ボトルネック資源の確保≫。 

 カテゴリーHの影響を受けやすいもので

は抗がん剤治療中、糖尿病、重症高血圧

などの患者が重症化しやすいとの論文発

表を受けて必要に応じて休業措置を勧め

ている企業も存在した。易感染性患者に対

する配慮は新興感染症特有の産業保健ニ

ーズであると考えられる≪提案６：０Hにお

いて、易感染性など影響を受けやすい職

員の安全確保≫。 

 カテゴリーIにおいて、急にテレワークが

必要になる従業員も数多くみられた。準備

もないままにテレワークになったことから労

務管理などがうまくいかず、メンタルヘルス

不調の問題や、生産性度外視でテレワー

クに突入する事態も見られた。新興感染症

の広がりが見えている段階からテレワーク

の可能性を検討し、健康確保とともに生産

性も確保できるための検討を人事部等とと

もに検討することの必要性も考えられた≪

提案７：０Iにおいて、急遽テレワークを

せざるを得なくなった職員の健康障害

防止および生産性の確保≫。 

さらに、これらマトリクス外の新興感染症

対応時においては、産業保健スタッフがあ

る程度中核的立場となり、企業の感染対策

本部へのアドバイスなどができる立場にな

ることの重要性も併せて示唆された。また、

新興感染症は人によってリスクを過大に評

価したりまた過少に評価したりということに

ついて言及された。通常、中核業務につい

ては企業では総務部などが中心となって

進めることが多いが、リスクを適切に説明で

きる産業保健職の関与の重要性も併せて

言及された≪提案８：対策本部への提言

を行うためのポジション確保≫。 

  

 

D.考察 

 地震・津波などのいわゆる大規模災害と

比較して新興感染症の流行は緩徐であり

ながらも、特定地域のみに偏ることなく、本

邦および全世界的広がりがみられることか

らフェーズ0の概念が必要であることが挙げ

られた。しかしながら、カテゴリーの整理は

そのまま使える可能性が高く、災害産業保

健マニュアルを拡充することで新興感染症

への対応も十分可能であることが示唆され

た。今回の検討は新興感染症発生から短

期間でまとめたものでこれ以外にも収集で

きる産業保健ニーズは多く存在する可能性

があるので今後も収集を継続する。 

 現時点で整理された、大規模災害と新興

感染症の産業保健ニーズの際について表

1にまとめる。 

本邦において、企業活動に大きな影響

が出ている事業場が今後出てくる可能性も

あるが、企業内での集団（クラスター）発生

はあまり見られず、事業体として大きな影響

を帯びているのは医療機関である。医療機

関は症状のある（時に陽性の疑いのある）

患者を診る必要があるのみならず、患者か



らのクラスター発生や職員等のウイルス持

ち込み防止などを注意する必要があり、ほ

かの事業とは少し意味合いが違うので別途

違う形で整理することが望ましい。 

新興感染症においては、感染症法に規

定されるため事業者の就業制限の対象に

ならず、知事による出勤停止や事業停止

の対象になる。したがって、事業者だけで

対応を決めることが困難で行政の養成に

伴い様々な対策を決めていく必要がある

ため、行政の動きを確認しながら対応を進

められる人材育成の必要性と今回の学び

を次の世代につなげることが重要であると

考えられる。 

 

E. 結論 

 新興感染症と大規模災害においては、

発端国での発症状況を見て予見的に準備

できる可能性が高く、通常の災害の場合と

フェーズの進み具合に差異があることが示

唆された。次年度以降の新興感染症での

産業保健ニーズの発症状況を鑑みて、新

興感染症用の災害産業保健マニュアルの

作成を目指す。 
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表１ 産業保健ニーズ一覧 

 



表 1．大規模災害と新興感染症の産業保健ニーズの差異 

 大規模災害（地震・津波等） 新興感染症 

健康障害の発生 イベントが発生した時が最大 徐々に拡大し収束 

災害による直接的な 

健康障害の評価 

専門家でなくても評価しや

すい 

専門家以外では評価しがた

い 

災害による間接的な 

健康障害の評価 

専門家以外では評価しがた

い 

専門家以外では評価しがた

い 

健康障害の広がり 限局的～広域的 世界 

産業保健ニーズの変遷 突然トップギアで予見不可

能、直接的な健康障害から

間接的な健康障害へ移行 

発端国で発症が見られた段

階から準備が可能、発端国

で発症後はある程度予見可

能で、準備により拡大防止

が可能 
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研究要旨 

 本研究では，既存の確立された技法から，産業保健スタッフにおいても応用可能な支援

技法を整理するとともに，昨年度の文献的検討が不十分であった新興・再興感染症に関す

る知見を検討した。Psychological First Aid（PFA）や Mental Health First Aid（MHFA）， 

BASIC Ph 多重ストレスコーピングモデル等の支援技法は，いずれも，緊急時の対応に関

する示唆が含まれるが，完全に踏襲することは難しい。むしろ，平時の準備，啓発・教育

への応用が期待されると考えられる。産業保健スタッフは，これらの技法の実践者として

よりも，事業場や労働者の情報に精通している利点を活かした支援ニーズの収集と整理

に加え，外部の支援機関との連携に関する役割が大きいことが示唆された。また，これら

の連携を図る上でも，平時において，支援機関を確保し，ICT 等の活用により，効率化と

体系化を図り，啓発，研修等を通じて，事業場内の受援体制を整えることが望まれる。 

 

 

Ａ．研究目的 

 大規模自然災害をはじめとして，事故，事

件，暴力等の心的外傷体験に対する緊急支

援は，その実効性に関する議論が重ねられ，

実践的に有効な手法が提案されている。緊

急時の危機介入技法は，当初，心理的ディブ

リーフィング（Psychological Debriefing）

(1)として，心的外傷体験の直後に，当事者

間で互いの体験を共有し，急性ストレス反

応や対処方略に関する心理教育が行われて

きた。しかし，その効果には，一貫した知見

が得られず(2-4)，議論の進展とともに，被

災時の体験，すなわち外傷体験の想起や言

語化の二次的な曝露を伴う心理療法は，過

度な覚醒の助長等の弊害が危惧され，一律

の適用は推奨されていない(2)。心理的ディ

ブリーフィングに代わって，共感，傾聴を通

じた配慮，安全確保，援助希求行動の支援，

無危害原則等を強調した Psychological 

First Aid（PFA）が提案され，大規模災害時

の標準的な対応として確立されつつある

(5)。 

 PFA は，世界保健機関（World Health 

Organization; WHO）によって推奨されてい

るが(2, 5)，非被災地域からの支援者の派

遣と被災地域での受援体制の両者の構築に

ついては，一定の課題が想定される。特に，

産業保健において，自然災害では，労働者を

支援する代表的な専門職である産業保健ス

タッフ自身も被災者である可能性が高く，



産業保健スタッフによる PFA の実践は現実

的ではない。また，適切な距離感を維持しつ

つ，巡回・接触する PFA の手法は，避難所

等とは異なり，何らかの作業に従事してい

る労働者に対して適用するのは難しいこと

が想定され，外部の支援者チームを事業場

等で受け入れることも現実的とは言えない。

仮に，外部の支援者チームを受け入れるこ

とができた場合にも，種々の有害業務や被

災した職場環境等，必ずしも安全が確保で

きているとも限らない状況においては，支

援の効果はより限定的であると考えられ，

また，外部専門家の安全の確保もままなら

なければ，継続的な支援が頓挫する懸念も

想定される。 

 一方で，多くの労働者が抗体を持たない

新興・再興感染症の流行においては，異なる

アプローチを検討する必要がある。産業保

健における導入の実現可能性を検討する以

前に，実際の社会的な接触と観察を前提と

する PFA は，他者と距離を取ることが求め

られる感染拡大予防を徹底する状況下にお

いては，介入はもとより，対象者の状態やリ

スクを評価するための観察すら，ままなら

ない可能性も想定される。支援の技法の模

索と合わせて，社会的距離の確保が推奨さ

れる状況下でのセルフケアの技法の周知等

の徹底が望まれる。 

 本研究では，昨年度までに収集した知見

から，具体的な支援ツール等を整理し，支援

技法と受援体制を考察するとともに，特殊

な制約下での支援が求められる危機的状況

として，感染症の流行等における心理的支

援についても，昨年度の情報収集が不十分

であったため，文献を収集し，検討を加える

ことを目的とする。 

Ｂ．研究方法 

 緊急時の心理的支援に関する支援ツール

等の収集を目的として，昨年度，着目した

PFA，Mental Health First Aid（MHFA）(6, 

7)，BASIC Ph 多重ストレスコーピングモデ

ル(8)を中心に各アプローチに基づく支援

ツール類を収集し，整理した。 

 また，危機的状況として，昨年度の情報収

集が不足していた新興・再興感染症の流行

に関する心理的支援については，既存の感

染症に関する危機管理・対応の知見を集約

し て い る 米 国 心 理 学 会 （ American 

Psychological Association；APA）と米国

トラウマティック・ストレス研究センター

（Center for the Study of Traumatic 

Stress, Department of Psychiatry, 

Uniformed Services University）のレビュ

ーを整理した。 

 

Ｃ．研究結果 

１）Psychological First Aid（PFA） 

 多くの精神障害の発症における保護因子

として社会的支援が挙げられているが(9-

13) ， 世 界 保 健 機 関 （ World Health 

Organization; WHO）は，Psychological 

First Aid を推奨している (2, 5) 。

Psychological First Aid（PFA）は，WHO を

はじめとして，複数の関係機関・学会からガ

イドラインが公表されているが，WHO版ガイ

ドライン(14)に加え，米国国立子どもトラ

ウマティックストレスネットワーク

（ National Child Traumatic Stress 

Network; NCTSN）と米国国立 PTSD センター

（National Center for PTSD）による米国

版ガイドライン(15)の 2 版が代表的であり，

前者は非専門家による支援も想定した構成



であるのに対し，後者は専門家向けに支援

の留意点が詳細にまとめられている。 

 PFA では，対象者の安心・安全を確立した

上で，あらゆる資源を活用することにより，

急性ストレス反応の軽減に加えて，適応的

な対処と自然回復の促進を目的としている。

WHO 版では，5つの章により，要点がまとめ

られ，米国版では，8 つの支援段階（表 1）

の詳細がまとめられている。いずれも，PFA

の目的，対象，提供場所，支援内容と留意点

等がまとめられている。表１には，PFA の８

つの支援段階に加えて，産業保健において

も応用可能と考えられる支援技法，既に類

似の実践が展開されていると考えられる支

援技法，実践が困難と考えられる支援技法

等に分類し，注釈を加えた。 

 

２）Mental Health First Aid（MHFA） 

 Mental Health First Aid（MHFA）は，非

専門家による精神障害への早期発見・対応

を推進する技法として，支援者の教育方法

が体系化されている。MHFA は，災害時の支

援や受援とは直接，関連しない。しかし，精

神障害への理解と状態からの逸脱に関する

気づき，異変に察知した際への対応方法に

ついては，平時はもとより，緊急時において

も，当事者に対する冷静な支援の確保が期

待される。PFAにおいても強調されている社

会的支援の強化は，緊急時に即応的に高め

ることは現実的ではない場合が想定される

ため，MHFA も，緊急時に即応する手段では

なく，平時から教育・啓発が求められ，有事

への備えに相当する支援技法である。 

 MHFA は，精神障害の早期発見・対応につ

いて，５つの重要な要素を強調し，疾病別に

留意点等を平易な表現でまとめている。

MHFA では，精神障害への非専門家による対

応技法として，リスク評価，傾聴，情報提供，

受援行動と自発的な対処行動の勧奨の５つ

の要素に整理している（表 2）。さらに，こ

れらの要素をより具体的に習得するため，

疾病別の事例を通じた教育プログラムが，

体系化され，展開されている。 

 

３）BASIC Ph 

 BASIC Ph 多重ストレスコーピングモデル

(8)は，心的外傷体験に相当する過酷な状況

下であっても，健康の保持とともに，前向き

な行動の変容 (16)や心的外傷後成長

（Posttraumatic Growth: PSG）(17)を図る

心理支援の体系的な技法である。BASIC Ph

は，「信念・価値（Belief and values）」「感

情／情動（Affect/Emotion）」「社会的

（Social）」「想像／創造（Imagination）」「認

知的（Cognitive）」「生理的・身体的

（Physiologica1）」の 6 つの対処チャネル

に焦点を当て，レジリエンス の向上を図る

心理支援技法とされる（表 3）。 

 BASIC Ph における 6つのチャネルは，個

人の対処様式の分類・類型化を目的とする

わけではなく，適応的な対処チャネルの獲

得のために仮定されている。特定のチャネ

ルだけが一貫して使われるのではなく，状

況等に応じて，使い分け，組み合わせなが

ら，適応すると想定されている。 

 BASIC Ph に焦点を当てた支援を実践する

上では，対処チャネルの把握が重要となる

が，言語的・非言語的に評価が可能であると

されている。対処チャネルのレパートリー

に関する評価には，文章を完成させる投影

法である「Six–Part Story Method」が用い

られている。一方で，非言語的な対処チャネ



ルの評価は困難ではあるが，投影法よりも

実施と解釈が簡便な評価尺度も開発されて

いる(18)。これは６項目（表 4）による簡便

な実施が可能な一方で，実証研究は少なく，

日本語版の妥当性は検証されていない。 

 BASIC Ph では，個人の対処チャネルだけ

でなく，集団の対処チャネルも検討できる。

コミュニティのレジリエンスは，4つの資源

のつながりから整理されている（図 1）(19)。

平時から，危機状況による寸断に備え，緊急

時には寸断された資源の再構築が求められ

る。イスラエルの中小企業を対象とした集

団の BASIC Ph に関する検討では，危機状況

下において，事業主に推奨される行動とし

て，怒りのコントロール（Aチャネル），危

機を好機と捉える創造性（Iチャネル），現

状に応じた対応（Cチャネル）が挙げられ，

組織に推奨される行動として，現在よりも

将来の文脈を見据えた思考（I チャネル），

労働者との関係によるポジティブ感情体験

（Sチャネル）等が示されている。 

 

４）新興・再興感染症流行に係る心理的支援 

 感染症の流行時には，自然災害や事故等

とは異なる特徴的なストレス要因が指摘さ

れている(20)。感染拡大予防の点から，感染

者または感染が疑われる者の隔離はもとよ

り，社会的距離の確保（Social distancing）

等，他者との接触を避けざるを得ない。特

に，隔離には，不満や退屈，不便，情報・生

活物資の不足，自身の感染や他者に感染さ

せることへの不安，恐怖，就労機会の喪失と

受療による経済的損失，スティグマ等，多く

の特徴的なストレス要因が指摘されている。

また，医療従事者は，医療物資・資源の枯渇

や過重な業務の長期化等からセルフケアも

ままならず，疲弊に加えて，不安や恐怖，自

責感，不眠等が強く懸念される。表 6には，

感染症流行時に特徴的なストレス要因とス

トレス反応をまとめた。 

 これらのストレス要因には，社会的距離

の拡大により，社会的支援が損なわれる点

で共通し，異なるアプローチの支援が必要

となる。通常の心理的支援では，要支援者に

直接，接触を試み，傾聴した上で，正確かつ

適切な情報を提供し，当事者のニーズに基

づく支援が展開されるが，社会的距離の確

保が求められることにより，物理的な制約

が生じる。急性ストレス反応等の予測され

る不調に関する心理教育や相談対応，周囲

とのコミュニケーションを通じた社会的支

援の確保についても，ICTの活用が重視され

ている一方，正確かつ適切な情報源を限定

し，メディアの情報を制限することも強調

されている。 

 また，危機状況下の統制を求められるリ

ーダーには，リスクコミュニーションの原

則を踏襲することが推奨されている(20)。

リーダーは，定期的かつ適時に情報を提供

し，正確な脅威を共有するとともに，憶測や

場当たり的な約束を避ける必要がある。最

新の情報を提供しつつ，必要な情報を繰り

返し伝えることが重視されている。また，一

方的に情報を提供するだけでなく，不安や

脅威を共有し，回答できる仕組みを提供す

ることが重視されている。このような相互

のコミュニケーションにおいても，通常，対

面で行われるものの，感染症流行時の特殊

な制約化では，電話や ICT が活用されるた

め，情報の行き違いや誤解を招かないよう，

憶測に頼らない，誠実な対応が強調されて

いる。 



 社会的距離を確保せざる得ない場合にお

いても，セルフケアの重要性が強調されて

いる(21)。不確かな情報や流言は，不安や恐

怖，混乱を助長するため，正確かつ適切な情

報が得られる情報源を確保し，メディアの

閲覧を制限することが推奨され，公的機関

が信頼に足る情報源の代表例とされている。

一方で，メディア等の情報を制限した時間

を隔離状況下でも行える活動に当てること

も推奨されている。隔離とは無関係で，メデ

ィアの閲覧の代替となる活動として，読書

や音楽・映像鑑賞，言語等の学習が例示され

ている。また，過度な不安を避けるために

は，情報の限定だけでなく，リラクセーショ

ンの技法の活用や日記法等による現実的か

つ建設的な振り返りも提案されている。さ

らに，規則的な習慣（ルーティン）を設け，

維持しすることも，精神的健康を保持し，生

活リズムが保持される工夫とされている。

十分な睡眠や食事，運動等を通じた生活リ

ズムの維持はもとより，変調を自覚した場

合に，電話や ICT を活用した相談先を確保

しておくことも重視されている。 

 

Ｄ．考察 

１）災害産業保健における PFA の応用 

 産業精神保健においては，PFAが想定する

支援方法を忠実に踏襲することが難しいと

考えられる。一方で，支援に関する留意点や

アセスメントの技法，安定化と称される対

象者の激しい混乱・動揺に対する対処方法

等は，産業保健スタッフにも有用な示唆が

含まれている。 

 PFA で重視されている安全確保（第２段

階：安全・安心の確保）やニーズに適った即

応的かつ具体的な支援（第５段階：実際の援

助），頻発しやすいストレス反応や適切な対

処方法に関する情報提供（第７段階：対処方

法の情報提供）は，産業保健スタッフによる

実践が困難である可能性が高い。前二者の

安全確保と具体的な支援は，危険の除去か

ら，正確な災害情報等の伝達，利用可能な資

源の紹介や具体的な受援手続き等の紹介が

含まれるが，産業保健スタッフが被災者で

ある場合には，危険の除去はもとより，災

害・救援等や利用可能な資源に関する情報

を得ることが困難であり，現実的ではない。

また，後者の情報提供については，産業保健

スタッフの専門知識・技能の範疇に含まれ

る内容であるとは考えられるが，事業場内

での継続的な支援を展開・維持するために，

産業保健スタッフの安全と健康に十分に留

意し，展開すべき内容であると考えられ，必

ずしも現実的ではない。これらの支援段階・

技法では，外部の機関・専門家との連携，受

援が不可欠と考えられる。 

 PFA では，支援者が巡回し，適度な距離を

保ちながら，接触し，ニーズの収集と支援や

情報提供，支援機関への紹介を講じること

を想定している。しかし，特に，自然災害に

おいては，産業保健スタッフ自身が被災者

であることが想定され，PFAの本来の支援を

安全かつ完全に提供できる状況とは限らな

い。一方で，当面の安全の確保を最優先し，

安全確保のためのニーズを充足する支援が

重視される点や心的外傷体験を想起される

刺激から対象者を保護し，二次的な曝露を

回避する必要性等，汎用的かつ重要な留意

点は産業保健においても応用可能と考えら

れる。 

 また，本来の PFA は，外部専門家による

訪問支援が想定されていることから，対象



者にとって，外来者の存在が負担になるこ

とがないよう，接触を強いることなく，適度

な距離を保ち，文化や風習に配慮しながら，

ニーズを丁寧に把握することが強調されて

いる。これらの配慮については，当初から事

業場に関与している産業保健スタッフの場

合には，既に，各事業場の文化・慣習等に精

通し，個々の労働者からも支援者としての

認知が定着している可能性が高く，ニーズ

を把握，集約できる可能性も高い。 

 一方，対象者の鎮静や社会的支援の強化，

外部の支援者への紹介については，産業保

健スタッフによる応用の検討の余地がある。

過酷な被災環境下において，労働者が激し

く混乱，動揺している場合，冷静さを取り戻

すための技法（第３段階：安定化）は，有用

な支援技法となる可能性がある。また，社会

的支援の確保（第６段階：社会的支援の促

進）についても，現実的かつ実効的な仲介，

勧奨には，従前の人間関係等を把握してい

る産業保健スタッフが長けている可能性が

高い。事業場内の貴重な医療専門職である

ことから，産業保健スタッフに，多様な情報

やニーズが寄せられる可能性も想定され， 

外部の支援機関・専門家との結節点となる

役割も期待される可能性が高い。いずれに

おいても，産業保健スタッフに，利用可能な

社会資源に関する情報が提供されており，

外部からの支援が十分に得られていること

を前提とした応用可能性と考えられる。 

 PFA には，産業保健スタッフにも，示唆に

富む内容が豊富ではあるが，産業保健スタ

ッフによる PFA の実践については，支援者

である産業保健スタッフの安全と健康の確

保が困難な場合が容易に想定されることか

ら，外部支援者との協働は不可欠である。平

時から，産業保健スタッフは，緊急時に支援

を仰ぐ外部専門機関等の社会資源を整理，

構築するとともに，支援者を擁する学会，職

能団体等による社会資源の整備，行政によ

る社会資源の有効活用を可能にする制度設

計が望まれる。また，本研究において整理を

試みた産業保健スタッフによる支援段階の

応用可能性についても，産業保健スタッフ

を対象とした調査等を通じて，確認し，課題

を整理する必要がある。 

 

２）災害産業保健における MHFA の応用 

 発災後，MHFA を導入・展開するのは現実

的ではない。一方で，平時のメンタルヘルス

対策，特に，メンタルヘルス不調の第二次予

防として早期発見・対応の拡充に真価が期

待され，災害への備えとしての応用可能性

が期待される。 

 MHFA では，非専門家による支援が想定さ

れており，緊急時には逼迫することが想定

される産業保健スタッフ等の人的資源の温

存も期待できる。MHFA は，実践的なスキル

の教育を通じて，非専門家による精神障害

への対応が整理され，効率的な専門家への

紹介や当事者による自発的な対処・相談を

促進する技法が整理されている。産業保健

スタッフによる定期的かつ網羅的なアセス

メントやスクリーニングを経ずとも，職場

や同僚により，互いの変調を早期に察知し，

対応，紹介できる可能性がある。MHFA によ

る第二次予防のための知識・技能の獲得は，

労働者相互の社会的支援の拡充を通じて，

産業保健スタッフの負担軽減を図り，限ら

れた専門職の資源の補完が期待できる。 

 平時の計画的な啓発・教育による社会的

支援の拡充は，限られた専門職の資源を効



率的に補完できる可能性が期待できる。緊

急時において，短期的に収束する状況では

同僚による支援，長期に及び対応が迫られ

る状況においては上司による支援が，重要

である可能性が示唆されている(11)。多様

な災害等に備えた体制を整備する上でも，

一般労働職から管理監督者まで，目的に応

じた啓発・教育が望まれる。 

 

３）災害産業保健における BASIC Ph の応用 

 BASIC Ph に精通した専門家は少なく，緊

急時の支援技法として広く導入するのは難

しいが，平時のセルフケアとしても，困難に

しなやかに対処できる成長という視点から，

レジリエンス に着目する意義は大きい。 

 BASIC Ph モデルの応用は，緊急時に限ら

ず，平時から労働者のセルフケアへの応用

も期待できる。事業場等においても，平時の

レジリエンスを振り返り，緊急時に効果的

な対処チャネルや，行われなくなる，または

過度に抑制される対処チャネル等を確認し，

適応的な対処チャネルを検討，強化するこ

とを通じて，危機に備えることも有用と考

えられる。また，集団においても，怒りのコ

ントロールや将来を見据えた思考等，適応

的な対処チャネルが示唆されている。個人

と組織のレジリエンスを高める技法として，

BASIC Ph の視点が有用である可能性がある。 

 一方で，危機介入技法に共通してする限

界として，科学的根拠の蓄積の機会が限ら

れ，妥当性や効果の担保が難しい可能性も

否めない。BASIC Ph は，イスラエル等の紛

争が頻発する過酷な状況下において，豊富

な支援実績を有するが，緊急時対応が中心

となるため，定量的データの収集や科学的

根拠の蓄積は十分とは言えない。また，支援

技法においても，投影法によるアセスメン

トを中核としており，質問紙法による簡便

な実施と解釈が困難である。一部には，簡便

な尺度も開発されているが，妥当性の検証

はもとより，６つの対処チャネルの精査が

難しい。困難な局面でも，健康を確保し，成

長するための行動を検討するBASIC Phの視

点を取り入れた訓練として，自身の対処法

略を振り返る研修等は検討に値する。 

 

４）新興・再興感染症における心理的支援 

 感染症流行時は，社会的距離の確保が求

められる特殊な状況ではあるが，支援の留

意点については，他の緊急時との共通点も

少なくない。正確かつ適切な知識と情報に

より，安全を確保することはもとより，制約

のある中でも，社会的支援の確保を図る点

では共通している。直接的な接触を避けつ

つ，社会的支援を確保するために，ICT の活

用等が重視されているが，効率化・迅速化と

いう点では，その他の緊急時においても，有

用であると考えられる。 

 

５）アセスメントの課題 

 いずれの支援技法においても，対象者ま

たは，職場環境等の外的条件の評価が起点

であり，課題と言える。精神障害には，災害

に関するいくつかのリスク要因が指摘され，

捜査的な診断基準により，深刻なストレス

反応が定義されている。労働者本人の状態

はもとより，労働者を取り巻く環境・条件の

評価も重要となる。 

 心的外傷後ストレス障害では，男性より

も女性の発症リスクが高く(22)，家族の心

理的問題や自身の精神障害の既往歴に加え

て，貧困，低学歴等の社会経済的地位も発症



の予測因子とされている(12)。大うつ病障

害（Major Depressive Episode）も含めて，

災害後の多くの精神障害で，社会的支援の

欠如が危険因子とされている(9, 10, 12)。 

 深刻なストレス反応についても，操作的

診断基準が参考にはなるが，一律の対応や

受診勧奨は，重症化等を助長する危険性も

想定され，慎重な評価と対応も求められる。

急性ストレス障害の操作的診断基準では，

侵入症状，陰性気分，解離症状，回避症状，

覚醒症状の５領域に整理されている（表 6）

(23)。重篤な反応が明確な一方で，災害後に

は，悲嘆や不安，不眠，行動変容等の通常生

じる適応的な反応が数日から数週，長期に

及ぶと 2 ヶ月程度，持続する可能性が指摘

されている(9)。これらの正常な急性ストレ

ス反応に対して，過度に焦点化した介入は，

反応の増悪，遷延を招き，心的外傷後ストレ

ス障害等の発症を助長する危険性がある

(2-4)。 

 心理的支援を行う上では，労働者本人の

状態・特性のアセスメントにとどまらず，職

場や社会環境の評価も欠くことができない。

安全が確保されていない状況においては，

心理的支援が奏功せず，ストレス反応等の

増悪を助長する危険すらある(2-4)。安全が

確保されても，社会的支援が確保できない

場合には，その後の精神障害の発症の危険

が高まることが指摘されている(9, 10, 

12)。低い社会経済的地位が心的外傷後スト

レス障害のリスク要因(12)とされているこ

とから，当該事業場での雇用の流動性の変

化も，労働者の精神的健康を左右する環境

要因として評価が望まれる。また，事故や感

染症等においては，事業場内はもとより，事

業場外においても，周囲からの中傷や差別

に曝される危険性が高い。これらの中傷や

差別は，二次的な被災体験として，心的外傷

後ストレス障害等の発症の危険因子とされ

ている(13, 24-28)。東日本大震災に伴う東

京電力の福島第一原発事故では，当該企業

の従業員も含めて，社会的に強く非難され，

差別的な扱いを受けたことが報告され，ス

ティグマとして整理されている（表 7）(25)。

一方で，これらの差別や中傷に対しても，社

会的支援が保護因子として機能する可能性

も示されている(13)。 

 緊急時においては，限られた時間で迅速

な対応が求められ，アセスメントに十分な

時間が割けない可能性が想定され，平時に

おけるハイリスク要因の同定から，緊急時

の初期，中期，長期に渡って，把握すべき要

因・状態を整理しておく必要が望まれる。平

時には，精神障害の既往歴や家族歴，社会経

済的地位の把握が望まれる。社会的支援に

ついても，緊急時には，平時と大きく変化す

る可能性が想定されるが，平時の状況を把

握しておくことにより，緊急時に新たな社

会的支援を提供する必要があるのか，従前

の関係を再構築するための支援が必要とな

るのか判断に有用な情報となり得る。災害

直後等の緊急時の初期には，安全の評価と

確保が最優先されるのは言うまでもない。

社会的支援は，発災当初から，重要な保護因

子として機能することが指摘され，早期か

ら，対話や社会的関係の維持についての状

況を把握することが望まれる。発災後，３日

以上，急性ストレス障害に該当する症状が

持続する場合は，操作的診断基準を満たす

可能性が高いが，災害等では，通常生じる反

応でもあるため，状態の変化や経過を観察

する必要がある。また，急性ストレス障害の



操作的診断基準に該当する症状群のみなら

ず，健康と安全の確保の点からも，睡眠や食

習慣についても，評価できるのが望ましい。

不眠や食習慣の変化についても，災害時に

生じる通常の反応であり，また，避難環境等

によっては，睡眠衛生，食事ともに，条件の

改善が望めない場合も想定されることから，

過度な焦点化を避け，遷延，増悪を注視しつ

つ，事業場や行政等に対する環境整備に関

する提言・要請が重要である。スティグマも

誤情報の流布から生じる場合も含めて，発

災初期から報告されることがあるが， 特に

発災後，数週間から１ヶ月以上，曝露が持続

する場合には，組織的な関与による当事者

の保護が必要になる可能性があり，中期的

に確認すべき要因である。これらの段階に

応じて把握が望ましい要因・状態を表 8 に

まとめた。 

 

 産業保健においては，緊急時の産業保健

スタッフによる直接的な支援に限界がある

一方，事業場内のニーズに基づいた外部と

の連携に期待が寄せられる。緊急時では，自

身も被災者である可能性の高い産業保健ス

タッフによるPFAや BASIC Ph等に基づく専

門的支援は，現実的ではない。一方で，産業

保健スタッフは，事業場の特徴はもとより，

労働者個人の職務内容，健康情報等を把握

しているため，的確な状況・状態の評価に基

づく，支援ニーズの整理に長じている可能

性が高い。また，平時からの外部資源の確保

や心理教育を通じた体制の整備を事業場に

促し，緊急時には，外部支援者との連携が重

要な役割になると考えらえる。 

 本研究では，受援体制の整備についての

考察は十分ではない。いずれの緊急時にお

いても，社会的支援の確保が精神的健康の

保持増進に重要である一方で，社会的支援

の確保には ICT 等のツールを活用した方法

の検討も急務である。また，EAP の利用のみ

ならず，大規模災害時には，Disaster 

Psychiatric Assistance Team（DPAT）等の

公的資源や学会，民間機関等による専門家

または非専門家有志の支援活動との連携・

協働に関する課題の整理が必要である。 

 

Ｅ．結論 

 危機状況下における心理的支援では，マ

ニュアル類があろうとも，即席での実践は

現実的とは言えず，平時から一定の訓練，教

育等が重要であると考えられる。緊急時に

は，産業保健スタッフによる具体的な支援

の実践が困難な場合も想定される一方で，

事業場と労働者の情報に精通していること

から，ニーズの段階的な収集と外部の支援

機関等との連携が期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 

 

Ｉ．引用文献 

1. Mitchell JT, Everly GS. Critical 

Incident Stress Debriefing: An Operations 

Manual for CISD, Defusing and Other 

Group Crisis Intervention Services. 3rd ed. 

Ellicott City, MD, US: Chevron; 2001. 



2. Litz BT, Gray MJ. Early 

intervention for mass violence: What is the 

evidence? What should be done? Cognitive 

and Behavioral Practice. 2002;9(4):266-72. 

3. McNally RJ, Bryant RA, Ehlers A. 

Does Early Psychological Intervention 

Promote Recovery From Posttraumatic 

Stress? Psychol Sci Public Interest. 

2003;4(2):45-79. 

4. Rose S, Bisson J, Wessely S. A 

systematic review of single-session 

psychological interventions ('debriefing') 

following trauma. Psychother Psychosom. 

2003;72(4):176-84. 

5. Hobfoll SE, Watson P, Bell CC, 

Bryant RA, Brymer MJ, Friedman MJ, et al. 

Five essential elements of immediate and 

mid-term mass trauma intervention: 

empirical evidence. Psychiatry. 

2007;70(4):283-315; discussion 6-69. 

6. Kitchener BA, Jorm AF. Mental 

health first aid training for the public: 

evaluation of effects on knowledge, 

attitudes and helping behavior. BMC 

Psychiatry. 2002;2(1). 

7. Nakagami Y, Kubo H, Katsuki R, 

Sakai T, Sugihara G, Naito C, et al. 

Development of a 2-h suicide prevention 

program for medical staff including nurses 

and medical residents: A two-center pilot 

trial. J Affect Disord. 2018;225:569-76. 

8. 佐野信也, 立花正一, 新井陽子, 角

田智哉, 濱田智子, 水馬裕子, et al. 緊急支援

のための BASIC Ph アプローチ：レジリエン

スを引き出す 6 つの対処チャンネル. 東京: 

遠見書房; 2017. 

9. Katz CL, Pellegrino L, Pandya A, 

Ng A, DeLisi LE. Research on psychiatric 

outcomes and interventions subsequent to 

disasters: a review of the literature. 

Psychiatry Research. 2002;110(3):201-17. 

10. Koopman C, Classen C, Spiegel D. 

Predictors of posttraumatic stress 

symptoms among survivors of the 

Oakland/Berkeley, Calif., firestorm. Am J 

Psychiatry. 1994;151(6):888-94. 

11. Mafune K, Hiro H, Inoue A, Hino 

A, Shigemura J, Yamada M, et al. Social 

support during emergency work and 

subsequent serious psychological distress: 

A cross-sectional study among emergency 

workers who responded to the Fukushima 

Daiichi Nuclear Power Plant accident. 

Journal of Occupational and Environmental 

Medicine. in press. 

12. Norris FH, Friedman MJ, Watson 

PJ, Byrne CM, Diaz E, Kaniasty K. 60,000 

Disaster Victims Speak: Part I. An 

Empirical Review of the Empirical 

Literature, 1981–2001. Psychiatry: 

Interpersonal and Biological Processes. 

2002;65(3):207-39. 

13. Takahashi S, Shigemura J, 

Takahashi Y, Nomura S, Yoshino A, 

Tanigawa T. Perceived Workplace 

Interpersonal Support Among Workers of 

the Fukushima Daiichi Nuclear Power 

Plants Following the 2011 Accident: The 

Fukushima Nuclear Energy Workers' 

Support (NEWS) Project Study. Disaster 

Med Public Health Prep. 2017:1-4. 

14. World Health Organizaiton, War 



Trauma Foundation, International WV. 

Psychological first aid: Guide for field 

workers. Geneva, Switzerland: World 

Health Organizaiton; 2011. 

15. Brymer M, Jacobs A, Layne C, 

Pynoos R, Ruzek J, Steinberg A, et al. 

Psychological First Aid: Field Operations 

Guide. 2nd Edition ed. UCLA, Los Angeles, 

CA.: National Center for PTSD, 

National Child Traumatic Stress Networ; 

2006. 

16. Thompson SC. Finding Positive 

Meaning in a Stressful Event and Coping. 

Basic and Applied Social Psychology. 

1985;6(4):279-95. 

17. Tedeschi RG, Calhoun LG. The 

posttraumatic growth inventory: Measuring 

the positive legacy of trauma. Journal of 

traumatic stress. 1996;9(3):455-71. 

18. Smith BW, Dalen J, Wiggins K, 

Tooley E, Christopher P, Bernard J. The 

brief resilience scale: assessing the ability to 

bounce back. Int J Behav Med. 

2008;15(3):194-200. 

19. Norris FH, Stevens SP, 

Pfefferbaum B, Wyche KF, Pfefferbaum RL. 

Community resilience as a metaphor, theory, 

set of capacities, and strategy for disaster 

readiness. Am J Community Psychol. 

2008;41(1-2):127-50. 

20. Center-for-the-Study-of-

Traumatic-Stress. COVID-19 PANDEMIC 

RESPONSE RESOURCES 2020 [cited 2020 

3/1]. Available from: 

https://www.cstsonline.org/resources/resour

ce-master-list/coronavirus-and-emerging-

infectious-disease-outbreaks-response. 

21. American-Psychological-

Association. Keeping Your Distance to Stay 

Safe 2020 [cited 2020 3/1]. Available from: 

https://www.apa.org/practice/programs/dm

hi/research-information/social-distancing. 

22. Breslau N, Kessler RC, Chilcoat 

HD, Schultz LR, Davis GC, Andreski P. 

Trauma and posttraumatic stress disorder 

in the community: the 1996 Detroit Area 

Survey of Trauma. Arch Gen Psychiatry. 

1998;55(7):626-32. 

23. American Psychiatric A. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. 5th ed. Arlington, VA, US: 

American Psychiatric Publishing, Inc; 2013. 

24. Shigemura J, Tanigawa T, Nishi D, 

Matsuoka Y, Nomura S, Yoshino A. 

Associations between disaster exposures, 

peritraumatic distress, and posttraumatic 

stress responses in Fukushima nuclear 

plant workers following the 2011 nuclear 

accident: the Fukushima NEWS Project 

study. PLoS One. 2014;9(2):e87516. 

25. Shigemura J, Tanigawa T, Nomura 

S. Launch of mental health support to the 

Fukushima Daiichi nuclear power plant 

workers. The American Journal of 

Psychiatry. 2012;169(8):784. 

26. Shigemura J, Tanigawa T, Saito I, 

Nomura S. Psychological distress in 

workers at the Fukushima nuclear power 

plants. JAMA. 2012;308(7):667-9. 

27. Tanisho Y, Shigemura J, Kubota K, 

Tanigawa T, Bromet EJ, Takahashi S, et al. 

The longitudinal mental health impact of 



Fukushima nuclear disaster exposures and 

public criticism among power plant 

workers: the Fukushima NEWS Project 

study. Psychol Med. 2016;46(15):3117-25. 

28. 重村淳, 廣尚典, 井上彰臣, 真船浩

介, 内野小百合, 小室葉月. 福島第一原子力

発電所事故の緊急作業従事者におけるスティ

グマの関連因子（第 1 報）.  東電福島第一原

発緊急作業従事者に対する疫学的研究. 厚生

労働省労災疾病臨床研究事業費補助金 平成

28 年度総括・分担研究報告書. 東京: 厚生労

働省; 2016. p. 183–90. 

  



表１：Psychological First Aid の 8 段階(14) 

１）被災者への接触・関与 ※○１ 

自己紹介，会話の同意取得，切迫した問題（水・食料・医療）の聴取 

留意点：被災者との距離，身体接触，視線の向け方等に関する文化的配慮 

２）安全・安心の確保 ※△３ 

物理的な危険の除去，災害情報と救助活動等の正確な伝達 

死亡・喪失等に伴う手続き，告知の支援 

留意点：否認，悲嘆，罪悪感等への配慮と尊重 

３）安定化 ※△２ 

激しい情動，不穏，混乱，自失等により，避難等の生命の危険の回避が困難な場合に，身近な

事象に注意を向けるよう介入し，冷静さを取り戻せるよう支援 

留意点：プライバシー・受援意思の尊重（声をかけた後に間を置いて再度接近する） 

４）ニーズの収集 ※○１ 

要望（災害・安否情報，医療の要否）や情報（離別・喪失，既往，自責・恥感情，既往，過去

の外傷体験，社会的支援）の確認 

留意点：網羅的確認は避け，被災者のペースを尊重 

５）実際の援助 ※×３ 

ニーズを明確化し，優先順位を設けて具体的に援助 

留意点：即時対応・解決が難しい要望に対してもスモールステップの対処・支援を提案 

６）社会的支援の促進 ※△２ 

家族・友人，身近な被災者，援助者等との交流を促す 

留意点：孤立した被災者に対しても時機を見極め，社会的支援の重要性を示し，交流を促す 

７）対処方法の情報提供 ※×３ 

ストレス反応，心的外傷・喪失体験の影響に関する情報提供し，適切な対処を強化 

緊張，怒り，不眠，物質依存等への介入 

留意点：一方的な提案は避け，被災者と話し合い，自己決定を促し，自己効力感を尊重 

８）支援事業の紹介 ※△２ 

必要な支援先の紹介と申し送り 

留意点：紹介・引継により，見捨てられたと誤解を招くことのないよう配慮 

※○１：産業保健スタッフが既に実践できている可能性が高い支援段階 

※△２：産業保健スタッフによる応用できる可能性が高い支援段階 

※×３：産業保健スタッフによる実践が現実的ではない可能性が高い支援段階（外部の専門

家との協働，受援が必要と考えられる支援段階） 

  



表 2：Mental Health First Aid の主要要素「りはあさる／ALGEE」(6, 7) 

要素  概要  

り）リスク評価 Assess Risk of Suicide or Harm 自傷・他害の評価 

は）判断・批判せずに話を聞く Listen Non-judgmentally 判断を加えずに傾聴 

あ）安心と情報の提供 Give Reassurance and 

Information 

安心と情報を提供 

さ）サポートを得るよう勧める Encourage Person to Get 

Appropriate Professional Help 

専門家支援の勧奨 

る）セルフヘルプを勧める Encourage Self-Help Strategies 可能な対処を勧奨 

 

 

表 3：BASIC Ph 多重ストレスコーピンモデルの対処チャネル(8) 

対処チャネル 内容 

Belief 信念・価値 意義，承認，自己評価，宗教，運命論,楽観性・悲観性 

Affection 感情・情動 感情表出・発散，カタルシス，情動麻痺，受容，愛情 

Socia1 社会的 援助希求行動，交流，孤立，社会的役割，社会的スキル 

Imagination  想像・創造 遊び，空想，芸術，創造性，発散的思考，視点の転換 

Cognitive 認知的 問題解決，論理的思考，情報収拾，優先順位設定，内省 

Physiological 生理・身体的 運動，リラクセーション，摂食，物質使用，身体的刺激 

 

 

表 4：BASIC Ph に基づくレジリエンスの評価尺度項目(16) 

尺度項目 

I tend to bounce back quickly after hard times. 

（私は，つらいときも，早く立ち直りやすい） 

I have a hard time making it through stressful events (R). 

（私は，困った出来事に，悩まされている） 

It does not take me long to recover from a stressful event. 

（私は，困った出来事から，元に戻るのに時間はかからない） 

It is hard for me to snap back when something bad happens (R). 

（私には，何か悪いことが起こると，すぐには立ち直れない） 

I usually come through difficult times with little trouble. 

（私は，困難な時でも，あまり問題なく乗り越えられる） 

I tend to take a long time to get over set-backs in my life (R) 

（私は，人生の挫折から立ち直るのに時間がかりやすい） 

（R）逆転項目 



表 5：新興・再興感染症流行時の特徴的な 

 ストレス要因とストレス反応(20, 21) 

＜ストレス要因＞ 

不満，退屈，不便，孤立 

物資の不足，情報の不足・誤り 

受療機会の喪失，経済的損失 

自身または他者への感染の脅威 

スティグマ 

＜ストレス反応＞ 

感染の恐怖，生活の不安 

抑うつ，悲嘆，不眠，倦怠，孤独， 

怒り，イライラ，フラストレーション 

 

 

 

 

 

 

 

表 7：災害時のスティグマ(28) 

悪い扱いを受けた 

怖がられた 

怪しく思われた 

冷たくされた 

馬鹿にされた 

見下された 

差別された 

中傷された 

脅かされた 

嫌がらせを受けた 

身分をかくした 

身分をいつわった 

人付き合いを避けた 

恥ずかしく思った 

自分を責めた 

働く意欲が下がった 

表 6：DSM-V (23) の診断基準に基づく 

   急性ストレス障害の中核症状 

侵入症状 

・反復的，不随意的，侵入的で，かつ苦痛 

 な心的外傷の記憶 

・心的外傷と関連する反復的で苦痛な夢 

・心的外傷の再体験，フラッシュバック 

・心的外傷の象徴的側面を契機に生じる 

 極度または遷延する心理的・生理的反応 

陰性気分 

・陽性の情動（幸福，満足，愛情）の持続 

 的な体験困難 

解離症状 

・周囲や自身の現実が変容した感覚 

・心的外傷の重要な側面の想起困難 

回避症状 

・心的外傷に関連する苦痛な記憶，思考， 

 感情から回避する努力 

・心的外傷に関連する苦痛な記憶，思考， 

 感情を惹起する可能性のある人，場所， 

 会話，行動，物，状況から回避する努力 

覚醒症状 

・睡眠障害（入眠困難，中途覚醒，浅眠） 

・言語的，身体的な攻撃性を伴う苛立ち， 

 激しい怒り 

・過度の警戒心 

・集中困難 

・過度な驚愕反応 

 



表 8：発災後の段階に応じた評価の項目案 

段 階 評価項目 

平時 既往歴・家族歴，社会経済的地位（雇用形態・就労条件等）の分布 

緊急対応期 安全，被害状況，社会資源・外部支援機関 

初期対応期 ハイリスク者，休息状況 

復旧計画期 急性ストレス反応，睡眠・食習慣等，休息状況の経過観察 

再稼働準備期 スティグマ，急性ストレス反応の遷延への対応，休息状況 

再稼動期 スティグマ，レジリエンス 

 

 

 

 

 

 

図 1：コミュニティのレジリエンス(19) 
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研究代表者 立石清一郎  産業医科大保健センター 副センター長・准教授 

研究要旨： 

前年度に改訂を行った「危機対応マニュアル（以下、マニュアル）」の収載ニーズに対応す

るために必要な事前準備を明確にし、産業保健スタッフが自律的に災害に備えることができ

るためのツールを作成することを目的とした。マニュアルの産業保健ニーズリストに収載されて

いる 107 のニーズ一つひとつに対して、必要と思われる事前準備項目について研究班メンバ

ーでブレインストーミングを行った。そして、列挙された事前準備項目を KJ 法によりカテゴリー

化した上で、各事前準備項目を満たすためのアクションフレーズを作成しアクションチェックリ

スト案を作成した。アクションチェックリスト案は、立石らが 2013 年に作成した既存の「災害に

備えるための事前準備チェックリスト」3,4)との整合性も確認した。さらにアクションチェックリスト

案は研究班会議で議論され、最終的に5カテゴリー、30項目から成る事前準備アクションチェ

ックリストを作成した。 

本事前準備アクションチェックリストを用いることで、災害に備えて、必要な事前準備を洗い

出し、優先順位をつけて改善策を検討していくことが可能になると考えられる。 

研究協力者 

五十嵐侑 東北大学大学院医学系研究科産業医学分野 医師 

松岡朱理 HOYA 株式会社 産業医 

横川智子 東海旅客鉄道株式会社 産業医 

 

A. 研究の背景と目的 
企業で自然災害や工場事故等の災害が

発生した際、従業員は様々な健康障害リス

クに直面し、またそのリスクは時間経過ととも

に変化していく。産業保健スタッフは、それ

らの健康障害リスクから従業員の健康を守る

ために、適切にリスク評価を行うとともに、優

先順位をつけて予防的介入を行っていく必

要がある。昨年度は、災害発生現場で産業

保健スタッフが活用して実践できる「危機事

象発生時の産業保健ニーズ〜産業保健ス

タッフ向け危機対応マニュアル〜」1)を、新た

な危機事態対応事例 2)で発生した産業保健

ニーズを調査した内容を踏まえて改訂した

（以下、危機対応マニュアル ver.2.0）。 
実際にこれらの産業保健ニーズが発生し

た際の対応可能性を高めるためには、予め

各企業で想定される災害やそれに伴う従業

員の健康障害リスクを明確化し、そのために

必要な対応ルールや体制を整備するなど、

事前準備をした上で、日頃から訓練しておく

ことが重要である。 
そこで今回、危機対応マニュアル ver.2.0

の収載ニーズに対応するために必要な事前



準備を明確にし、産業保健スタッフが自律

的に災害に備えることができるためのツール

を作成することを目的とした。 
 

B．方法 
マニュアル ver.2.0 の産業保健ニーズリ

ストに収載されている 107 のニーズ一つひと

つに対して、「災害時にそのニーズに対して

スムーズに対応するための事前準備として

何が必要か」という観点から、必要と思われ

る事前準備項目について研究班メンバーで

ブレインストーミングを行った。そして、列挙

された事前準備項目を KJ 法によりカテゴリ

ー化した上で、各事前準備項目を満たすた

めのアクションフレーズを作成しアクションチ

ェックリスト案を作成した。アクションチェック

リスト案は、立石らが 2013 年に作成した既

存の「災害に備えるための事前準備チェック

リスト」3,4)との整合性も確認した。さらにアク

ションチェックリスト案は研究班会議で議論さ

れ、最終的に事前準備アクションチェックリス

トを作成した。 
 

Ｃ． 結果 
事前準備アクションチェックリスト案は平時

の産業保健活動の強化（13 項目）と、危機

事象発生時に備えた準備（53 項目）との２軸

でまとめられた。 

事前準備アクションチェックリスト案を基に

研究班会議で議論され、以下の意見が挙げ

られた。 

・ 「平時の産業保健活動の強化」は事前

準備アクションチェックリストから外し、事

前準備アクションチェックリスト解説文で

の説明で十分である 

・ 活用しやすくするために集約可能なア

クションを集約し 30 項目程度とする 

・ 「事業者や担当者に働きかけます」とい

う表現が何をしてよいかわからないとの

意見であり、アクションとしてより明確な

表現に修正した方がよい 

・ 主語を企業以外の自治体などに置き換

えても使用できるように表現を変更する 

・ 緊急対応期などの事前準備がないと対

応できないフェーズのニーズに備えた

準備項目を優先的に列挙することが望

ましい 

これらの議論を踏まえ、事前準備アクショ

ンチェックリストは、最終的に 30 項目にまと

められ、以下の 5 つにカテゴリー化された。 

 災害発生後の組織体制・仕組みづくり 

 産業保健スタッフの体制・仕組みづくり 

 健康障害ハイリスクグループの想定とア

プローチ方法の検討 

 シナリオ作り・訓練 

 外部資源とのネットワーク構築 

(添付資料) 

 

D．考察 
産業保健スタッフは、本事前準備アクショ

ンチェックリストを用いることで、企業内で想

定される災害事象や、その際にはどのような

産業保健ニーズが上がる可能性があるかを

確認した上で、必要な事前準備を洗い出し、

優先順位をつけて改善策を検討していくこと

が可能になる。その際、企業の実状に合わ

せてルールや体制等を整備するのみでなく、

想定事象に基づいたシナリオを作成した上

で訓練を行い、定期的に見直し改善する

PDCA サイクルを回すことで、実際に災害が

発生した場合に円滑に産業保健ニーズに

対応していける可能性を常に高めておくこと

が重要である。 
また、新たな災害が発生した際に、異なる

産業保健ニーズが発生する可能性があるた

め、汎用性を高めるために、危機対応マニ



ュアルとともに、本アクションチェックリストも

継続的に情報を収集して、改訂していく必

要があると考えられる。 
 
E. 結論  
 危機事象のための「事前準備アクションチ

ェックリスト」を作成した。今後、発生しうる危

機事象のために、「事前準備アクションチェ

ックリスト」と「危機対応マニュアル」の周知が

重要である。 
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添付資料 

 

い
い
え

は
い

優
先

コメント

1 組織に起こりうる危機事象を想定し、危機管理計画や対応マニュアルを策定し、定期的に更新します □ □ □

2 危機事象発生時に、設置される危機管理対策本部の構成要員、連絡体制の整備、意思決定の手順、連絡や記録担当等の役割を明確
化します

□ □ □

3 組織のBCPにおいて、産業保健スタッフの役割を明確化します □ □ □

4 危機事象発生時に、人的被害を含む現場の被災状況に関する情報を収集し、健康障害防止対策に関する助言ができるよう、危機事象対
策本部メンバーに産業医が入っている、または対策本部メンバーを通して危機事象のコミュニケーションが取ることができる体制を整備します

□ □ □

5 危機事象発生に伴い、通常の勤務管理システムが機能しなくなった際の労務管理方法を準備します □ □ □

6 危機事象発生後に化学物質による中毒などの健康障害が発生しないよう、組織内の有害化学物質に関するハザードマップやSDS、保護
具、復旧作業時の注意事項などを準備します

□ □ □

7 危機事象発生後に感染症が発生・蔓延しないような保護具や消毒剤の準備などの感染症対策を定めます □ □ □

8 危機事象発生時に、他組織からの応援者や協力企業などに対して、安全衛生教育を行うことを定めます □ □ □

9 危機事象発生時に、産業保健スタッフと危機管理対策本部、現場及び他部署と情報を共有したり必要な助言や情報提供ができる設備
（掲示板やイントラネット、携帯、無線など）を準備します

□ □ □

10 危機事象発生時に健康相談窓口・連絡先を従業員（必要に応じて地域住民）に周知する仕組みや情報発信に活用できるツール（掲示
板やイントラネット、HP、携帯、無線など）を定めます

□ □ □

11 危機事象発生時に周辺の病院の稼働状況に関する情報を入手する方法を定めます □ □ □

12 危機事象発生時に自社に必要な物品や物品を管理する仕組みについて、定期的な見直しを実施します □ □ □

13 産業保健スタッフ内における、危機対応時の役割や意思決定の手順を明確化し、定期的に更新します □ □ □

14 産業医が不在でも緊急対応期の対応が実施できるよう、組織全体及び産業保健スタッフ内で体制や対応方法を定めます □ □ □

15 産業医等の応援要員が必要となった際の連携体制について、本社（あるいは指示元となる指令機関）と話し合い、仕組みを定めます □ □ □

16 危機事象発生時の産業保健スタッフ間の連絡網を整備し、定期的に更新します。 □ □ □

17 産業保健スタッフの執務場所や診療所が被災した際に、二次災害予防のための清掃や修復に必要な保護具や備品の準備、産業保健活
動を継続するための代替となる安全な場所の確保などを定めます

□ □ □

18 危機事象発生時の緊急医療対応が行うことができるように産業保健スタッフの役割を定めます □ □ □

19 危機事象発生時における医薬品の提供方法と在庫管理（不足時の補充、調達ルート等）を定めます □ □ □

20 危機事象発生時に組織内で死亡者が出たときの対応について定めます □ □ □

21 地域を巻き込む大規模な危機事象の際の、地域の中での産業医自身や看護職自身が医療資源として求められている可能性を確認し、役
割を定めます

□ □ □

22 組織において想定した危機事象にもとづいた訓練のシナリオを作成し、毎年1回以上訓練を実施するとともに、改善事項を次回の訓練計画に盛り込みます
□ □ □

23 訓練のシナリオ作成や訓練計画の立案に、産業保健スタッフが関与します □ □ □

24 産業保健スタッフ内での対応に関する訓練のシナリオを作成し、毎年1回以上訓練を実施します □ □ □

25 危機事業発生を契機として新たに健康障害が生じた従業員がいないか、質問紙調査や面談の実施など全体スクリーニングができる仕組みや要フォロー者へのアプローチ方法を定めます
□ □ □

26 危機事象発生時に心身ともに健康障害が発生しやすい従業員（透析実施者、インスリン使用者、高血圧や糖尿病などの慢性疾患、移動
や避難に困難を伴う可能性のある者、メンタルヘルス不調者など）を事前にリストアップし、定期的に更新します

□ □ □

27 危機事業発生を契機として新たに健康障害が発生しやすい従業員への健康状態の確認やメンタルヘルスケアの方法、産業保健スタッフによ
るフォロー開始までの手順などを定めます

□ □ □

28 組織として被災者家族への支援体制や対応窓口、産業保健スタッフとの連携などについて仕組みを定め、産業保健スタッフは被災者家族へのケアに必要な姿勢やスキルを習得します
□ □ □

29 人的資源（精神科やカウンセラー、産業看護職など）の確保ルートや、EAPについて連携できる機関を選定します □ □ □

30 危機事象発生時に対応が可能な周辺医療機関とその対応可能範囲（重症度別、診療科など）を確認し、選定します □ □ □

産業保健スタッフ用：危機事象に備えるための事前対策アクションチェックリスト

対策項目

アクションチェックリスト
☆対策がすでに実施されている、自社で該当しない→「いいえ」
☆記載されている対策を取り上げたい　　　　　　　　→「はい」
☆今年度、重点的に実施したい　　　　　　　　　　　　→「優先」

この対策を提案しますか?

（1)
災害発生後の
組織体制
・仕組みづくり

（２）
　産業保健
スタッフの体制
・仕組みづくり

（３）
シナリオ作成
・訓練

（４）
健康障害
ハイリスク

グループの想定と
アプローチ
方法の検討

（５）
外部資源との
ネットワーク構築

＜本チェックリストの使い方＞
本アクションチェックリストは、「危機事が発生したときの産業保健ニーズ」に基づいて作成されています。以下の流れに沿って、ご利用ください。尚、使用者は、産業保健職や衛生管理者、職場の管理者などを想定しています
① 対象職場ごとに、それぞれのアクション（対策）がその職場で必要かどうか選びます
　　「提案しない」：すでに対策が十分実施されている、または自社は該当しない場合
　　「提案する」：新たな対策が必要か、または強化が必要である場合
② 「提案する」が多い場合、優先的に取り組む事項を決めます。「提案する」にチェックをした項目を確認して、その中で特に重要と思われるものを３～４つ選んで「優先」にチェックを付けます
③ 「コメント」には現状のよい点や改善提案を出来るだけ具体的に書きとめます
④ 管理者、衛生管理者、産業医等のできるだけ複数の職場の関係者が、チェック結果を利用して改善策について話し合います
⑤本アクションチェックリストは職場の問題点や課題を抜け落ちなく隅々までチェックするためのものではありません
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分担研究報告書 

災害時に必要な産業保健専門職のコンピテンシー 
 

研究分担者 吉川悦子 日本赤十字看護大学看護学部 准教授 

研究要旨： 

本研究の全体目的は、災害発生時に緊急作業や復旧・復興作業に従事する労働者の安

全・健康の確保を図るための産業保健専門職に必要なコンピテンシーを明らかにすることで

ある。昨年度(1 年目)は災害時の保健医療職のコンピテンシーに関する文献レビューと、熊本

地震で被災した事業場に所属する産業保健専門職へのインタビュー調査を実施した。2 年目

の本年度は、インタビュー調査の質的分析と質的研究の知見に基づく質問紙調査にて、産業

保健専門職がとらえる災害時に必要なコンピテンシーを明らかにすることを研究目的とした。 
インタビュー調査では、8 名の対象者に半構造化面接を実施し、災害発生時から復旧・復

興に至るフェーズに応じた産業保健の実践について語りを得た。データ分析の結果、29 のサ

ブカテゴリ、9 つのカテゴリが抽出された。災害時の産業保健専門職に必要なコンピテンシー

として「災害によって生じる健康への影響を総合的に把握して本質を見抜く」「時間経過ととも

に変わる状況を適切に把握しながら業務の優先順位をつける」「自身の安全や健康を確保し

つつ、できることから取り組み始める」「状況に柔軟に対応しながら効率的な方法を工夫し産

業保健実践を継続する」「産業保健チームとして各々の役割を発揮できるよう環境を整える」

「災害時における組織内での産業保健部門の立ち位置を調整しネットワークを活用する」「産

業保健専門職の基盤となる個人特性を備え持つ」「社員や会社との信頼関係を築く」「災害時

の経験を今後の産業保健実践につなげる」が明らかになった。 
質問紙調査では、郵送法を用いた無記名自記式調査を実施した。日本産業衛生学会の

産業衛生専門医、指導医ならびに産業保健看護専門家制度の上級専門家、専門家、あわ

せて 1,117 名に対して調査票を配布し、334 通(回収率 29.9%)返送があった。このうち「災害

対応経験あり」と答えた 97 名を分析対象とした。探索的因子分析の結果、因子負荷量が低い

などの理由で 7 項目が除外され、残りの 22 項目について、最尤法を用いプロマックス回転に

て分析した。3 因子が抽出され、第 1 因子＜組織調整力＞、第 2 因子＜状況に応じた実践

力＞、第 3 因子＜産業保健専門職としての一貫性＞と命名された。 
質的・量的側面から検討された災害時に必要な産業保健専門職のコンピテンシーは、

刻一刻と状況が変わる災害発生時から復旧・復興期までの長期的な視座を持つ、産業保

健専門職としての基盤となる職業倫理観や価値観をも包括した幅広い概念から構成さ

れていた。今後は、このコンピテンシーに基づく教育プログラムの開発や実践評価指標

などの活用が期待される。 

研究協力者 

横川 智子 東海旅客鉄道株式会社 産業医 
安部 仁美 日本赤十字看護大学 非常勤助手 



A. 研究目的 
現在、日本国内で発生しうる災害は、大

規模自然災害、局地的自然災害、テロリズ

ム、工場爆発、犯罪など、その種類は無数

にあり、危機対応に従事する労働者は、特

定企業の労働者に留まる場合から、自治

体職員、医療機関や多くの企業の労働者

を巻き込んだ事態に至る場合がある

(Mori et al., 2014; 五十嵐・森, 2015)。危

機に対応する労働者の健康を確保するた

めには、国レベル、地域レベル、企業レベ

ルで産業保健機能を確保した統一的な基

本モデル（All-hazard モデル）を構築す

る（高橋・久保・森, 2018; 豊田・ 久保・

森, 2016)とともに、事業場で産業保健専

門職が機能するために、危機管理組織に

産業保健機能を位置づけ危機発生時の準

備を行うこと、災害時の産業保健活動に

対応できる人材の育成が喫緊の課題であ

る（森，2018）。 

産業保健専門職は、事業場・労働者によ

る主体的な産業保健活動を支援する役割

が求められている（日本産業衛生学会，

2015）が、災害発生時は時間の経過とと

もに変化する多様な産業安全保健に関す

るリスクに柔軟に対応することが求めら

れており、その知見は昨今のさまざまな

大規模自然災害の経験を通じて蓄積され

ている（Anan, Mori, Kajiki, & Tateishi, 

2018; Tateishi et al., 2015）。しかし、そ

れが機能する前提となる産業保健専門職

が備えるべき知識、スキル、行動特性など

のコンピテンシー（Spencer & Spencer, 

2008）は明らかになっていない。 

本研究の全体目的は、災害発生時に緊

急作業や復旧・復興作業に従事する労働

者の安全・健康の確保を図るための産業

保健専門職に必要なコンピテンシーを明

らかにすることである。 

研究 2 年目の本年度は、昨年度に実

施した熊本地震被災事業場に所属する

産業保健専門職へのインタビュー調査

の質的記述的分析を行い、災害時に産

業保健専門職に必要なコンピテンシー

を抽出した。また、質的研究で明らかに

なったコンピテンシーに関して質問紙

調査を実施し、量的側面からの検討を

行った。 

インタビュー調査における研究目的

は、産業保健専門職が自身の経験に基

づき、その経験を通じてとらえた災害

時における産業保健専門職に必要なコ

ンピテンシーを明らかにすることであ

る。質問紙調査においては、産業医・産

業看護職がとらえる、災害時における

産業保健専門職に必要なコンピテンシ

ーを質問紙調査で明らかにすることを

研究目的とした。 

 

B. 研究方法 
1. インタビュー調査 

1) 研究デザイン 

質的記述的研究とした。    

2) 研究対象者 

熊本地震を体験した事業場に所属

する産業保健専門職（産業医、産業看

護職等）8 名を研究対象者とした。選

定条件としては、被災時に当該事業

場で産業保健活動に従事しており、

その後も継続して同じ事業場で勤務

している者とした。研究対象者の家

族や被災事業場の労働者で災害直接



死や関連死がある者は除外条件とし

た。 

研究者の研究活動を通じたネット

ワーク・サンプリングにより研究対

象者を募集した。研究参加の任意性、

撤回の自由、個人情報の保護と研究

データの保管方法等について文書と

口頭で説明し、研究参加に口頭と文

書にて同意を得られた場合に研究対

象者とした。 

3) 研究期間ならびにデータ収集期間 

   研究期間は、2018 年 12 月から

2020 年 3 月末日まで、データ収集期

間は 2018 年 12 月から 2019 年 9 月

末日とした。 

4) データ収集方法 

   インタビューガイドを用いた半構

造化面接を行った。インタビューは

原則 1 名につき 1 回、1 時間程度と

した。インタビューの日時及び場所

については研究参加者の希望を聞い

た上で決定した。インタビュー内容

は研究参加者の合意を得て IC レコ

ーダーに録音するとともに研究者が

フィールドノーツにメモを取った。 

5) データ分析方法 

 逐語録を精読しながら、災害時に

おける産業保健専門職のコンピテン

シーに関する内容に着目し、その内

容を端的に表すコードとして抽出し

た。複数のコードの同質性、異質性か

らコードの共通性を見出す中でサブ

カテゴリ、カテゴリを抽出し、抽象度

を上げた。共同研究者との間で、定期

的な検討の場を持ち、データ内容の

真実性や妥当性を吟味した。最終的

なカテゴリは研究参加者全員から、

「災害時における産業保健専門職の

コンピテンシー」を表しているのか

確認し、解釈における妥当性を検討

した。分析には質的データソフトウェ

ア NVivo12 を用いた。 

6) 倫理的配慮 

 本研究は、日本赤十字看護大学研

究倫理審査委員会の承認を得て実施

した（2018－083）。 

 

2. 質問紙調査 

1) 研究デザイン 

量的記述的研究デザイン。郵送法を用

いた無記名自記式質問紙調査を実施し

た。 

2) 研究参加者 

日本産業衛生学会（以下、学会）が認

定する産業衛生専門医・指導医または

産業保健看護専門家制度の専門家・上

級専門家のうち、災害時の産業保健活

動の実務経験のある者を対象とした。 

因子分析に必要な標本数は、項目の 5

～10 倍程度が目安とされている。本調

査のコンピテンシーに関する項目は

29 項目であるため、145～290 程度の

回答が必要である。産業保健専門職を

対象とした最近の調査を参考に回収率

を 40％と想定し、必要標本数を 400 と

設定した。 

3) 研究期間ならびにデータ収集期間 

研究期間は、2019 年 10 月から 2021

年 3 月末日まで、データ収集期間は、

2019 年 12 月から 2020 年 2 月末日と

した。 

4) 質問紙作成手順 



インタビュー調査において明らかに

なった災害時に必要な産業保健専門職

のコンピテンシーの 29 サブカテゴリ

を質問項目とした。さらに、共同研究者

とともに質問項目および回答方法の網

羅性や妥当性について繰り返し検討を

行った。作成した質問紙は、産業保健専

門職 6 名を対象にプレテストを行い、

質問項目の内容・表現および回答方法

を修正した。 

5) 調査項目 

質問紙は 3 つの要素（災害時の産業

保健活動の経験の有無、基本属性と災

害経験の基本情報、災害時の産業保健

専門職コンピテンシー）で構成した。 

① 災害時の産業保健活動の経験の有無 

災害時の産業保健活動の経験の有無

に関して「ない」「ある」で回答し、経

験ありの者のみが引き続き回答できる

ようにした。 

② 基本属性と災害経験の基本情報 

回答者の基本属性として、年代、性別、

職種、卒後年数、産業保健経験年数を尋

ねた。災害に関する基本情報は、経験し

た災害の種類、その際の事業場の被害

程度、災害発生時の産業保健経験年数、

災害時の回答者の雇用形態、災害時に

所属していた事業場の職種、災害時の

産業保健体制について尋ねた。災害時

に所属していた産業保健部門の診療所

機能の有無や、医師による処方の有無、

BCP に産業保健スタッフの役割があ

ったか、マニュアルの有無、災害発生時

の訓練への産業保健スタッフの寄与は、

先行文献等で災害発生時の産業保健活

動に影響を与える可能性のある要因を

挙げた。 

6) 災害時の産業保健専門職コンピテンシ

ー 

インタビュー調査で明らかになった

災害時に必要とされるコンピテンシー

のサブカテゴリ 29 項目を質問項目と

し、5 件法（非常に必要である～全く必

要ない）で尋ねた。これら 29 サブカテ

ゴリから 9 カテゴリが抽出されている

が、統計学的な手法で各コンピテンシ

ーの構造を探索的に探るため、あえて

カテゴリは示さず、29 項目を列挙した。 

7) 分析方法 

統計パッケージ SPSS（ver.25.0）for 

Windows および Amos（ver.25.0）を用

いて以下の手順で分析した。 

① 回収率、有効回答率を算出。 

② 各質問項目に関して、記述統計量（度

数、範囲、平均、標準偏差）を算出。 

③ 回答の偏り（天井効果、床効果）を確

認、項目間相関係数の検討により項

目分析を行った。 

④ コンピテンシーの変数について、

Kaiser-Meyer-Olkin（KMO）の標本

妥当性の測度、Bartlett の球面性検

定を行った上で探索的因子分析の実

施し、因子負荷量、因子間相関を確認

した。 

⑤ 内的整合性をみるために Cronbach

αを算出した。 

⑥ 標準化された因子ごとに合計得点を

算出し、算術的平均得点を下位尺度

得点とした。 

⑦ 探索的因子分析により得られた尺度

の構成項目と因子構造の妥当性を検

証するために、確認的因子分析を行



った。因子の適合度指標には、GFI、

AGFI、CFI、RAMSEA を用いた。 

⑧ 災害時の産業保健専門職に必要なコ

ンピテンシーモデルの検証のため、

共分散構造分析を行った。仮説モデ

ルに構造分散式モデルの検証を行い、

構成概念同士の因果関係を検討した。 

なお、本報告書では上記①から④ 

の分析結果を主に報告する。⑤以降

の分析結果については、次年度の報

告書に掲載する予定である。 

8) 倫理的配慮・同意の手続き 

本研究は、日本赤十字看護大学研究

倫理審査委員会の承認を得て実施した

（2019-081）。質問紙は無記名自記式の

ため、依頼書に研究の概要や個人情報

の保護、倫理的配慮について記載した。

回答した質問紙の返送をもって同意と

みなす旨、また、いったん質問紙を返送

して以降の撤回はできないことを依頼

書に記載し文書にて説明した。 

 

C. 結果 
1. インタビュー調査 

インタビュー調査では、4 事業場に

所属する 8 名の産業保健専門職にイ

ンタビューを実施した(表 1)。 

データ分析の結果、29 のサブカテ

ゴリ、9 つのカテゴリが抽出された。

災害時の産業保健専門職に必要なコ

ンピテンシーとして、 

「災害によって生じる健康への影響を

総合的に把握して本質を見抜く」「時間

経過とともに変わる状況を適切に把握

しながら業務の優先順位をつける」「自

身の安全や健康を確保しつつ、できる

ことから取り組み始める」「状況に柔軟

に対応しながら効率的な方法を工夫し

産業保健実践を継続する」「産業保健チ

ームとして各々の役割を発揮できるよ

う環境を整える」「災害時における組織

内での産業保健部門の立ち位置を調整

しネットワークを活用する」「産業保健

専門職の基盤となる個人特性を備え持

つ」「社員や会社との信頼関係を築く」

「災害時の経験を今後の産業保健実践

につなげる」が明らかになった。抽出

されたコンピテンシーをさらに分類、

抽象化していく中で、4 つのコアカテ

ゴリが生成された。「災害によって生

じる健康への影響を総合的に把握して

本質を見抜く」「時間経過とともに変わ

る状況を適切に把握しながら業務の優

先順位をつける」のカテゴリは、産業

保健実践を支える【アセスメント力】、

「自身の安全や健康を確保しつつ、で

きることから取り組み始める」「状況に

柔軟に対応しながら効率的な方法を工

夫し産業保健実践を継続する」は、状

況に柔軟に応じて産業保健実践を継

続する【実践力】、「産業保健チームと

して各々の役割を発揮できるよう環境

を整える」「災害時における組織内での

産業保健部門の立ち位置を調整しネッ

トワークを活用する」は、産業保健チ

ーム内あるいは事業場・組織に対す

る組織的活動における【調整力】、「産

業保健専門職の基盤となる個人特性を

備え持つ」「社員や会社との信頼関係を

築く」「災害時の経験を今後の産業保健

実践につなげる」は、専門職としての基

盤となる職業観、価値観や姿勢、また、



平時における災害発生時における準備

などが含まれ【災害発生の備え】が抽

出された。 

2. 質問紙調査 

 産業衛生専門医 193名・指導医 427

名の合計 620 名と産業保健看護専門

家 476 名・上級専門家 89 名の合計

565 人、総合計 1,185 名のうち、海外

在住者 2 名を除く 1,183 人に質問紙

を郵送し、宛先不明で返送された 66

名を除く 1,117 人に対して調査を実

施した。質問紙は 334 通(29.9%)返送

があり、このうち「災害対応経験あり」

と答えた 97 名 (回答者のうちの

29.0%)を分析対象とした。 

1) 分析対象者の基本属性 

 回答者の職種内訳は、産業医が約 6

割、産業看護職が約 4 割であった。自

然災害が最も多く 62 名(63.9%)、次

いで人為的災害が 26(26.8%)、生物学

的災害も少数であったが(9 名，9.3%)

含まれていた。災害経験回数は、1.71

±1.06 であった。(表 2)。 

 コンピテンシー29 項目の中で平均

値が高かったもの(29 項目中平均値

が高かった順に 10 位までを示す)は

以下の通りである。 

 平時より社員や会社から信頼され

る関係性を築く(4.66±0.52) 

 災害が社員や事業場に及ぼす影響

を長期的な面も含めて理解する

(4.59±0.54) 

 災害によって生じる社員の健康問

題の背景を総合的に理解し、問題の

本質を見抜く(4.58±0.69) 

 災害対応における指示命令系統を

確認し、役割分担して業務にあたる

(4.55±0.60) 

 刻々と変わる状況を的確にアセス

メントし、時間経過とともに起こり

得る産業保健上のリスクを洗い出

す(4.54±0.70) 

 潜在しているニーズを抽出し社員

や会社に伝達する(4.51±0.71) 

 被災者である社員の気持ちや状況

を敏感に察知して共感する(4.48±

0.54) 

 緊急時に連絡を取り合う手段と方

法を整備する(4.46±0.72) 

 災害時の経験で得た気づきや知見

を記録に残す(4.46±0.60)産業保健

専門職としての役割を適切に認識

し、専門職として一貫した姿勢を持

つ（4.37±0.77） 

 

2) コンピテンシーの探索的因子分析 

   回答の偏りを確認するため、天井効

果および床効果を検討した。平均値＋

1SD ＞5（最大値）を天井効果あり、平

均値－1SD <1（最小値）を床効果あり

としたところ、床効果を示した項目は

なかった。天井効果を示した項目は 16

項目であった(表 3)。これらの項目は回

答者が「非常に必要である」「必要であ

る」と回答した割合が高い項目であり、

災害時の産業保健専門職に求められる

コンピテンシーとして回答者の合意を

得られた項目であると判断したため、

天井効果を示した項目は削除すること

なく、すべての項目を用いて因子分析

を行った。 

  因子分析は、最尤法にてプロマック



ス回転を用いて行った。Kaiser-Meyer-

Olkin 標本妥当性の測度は 0.865（＞

0.5），Bartlett 球面性検定<0.0001 であ

り、因子分析を適応させることの妥当

性を確認した。  

  因子数を決定するにあたり、スク

リープロットの確認を行い、3 から 6

因子と予想し、それぞれの場合でパ

ターン行列を確認した。因子負荷量

が 0.3 以下の 6 項目を削除し、ダブ

ルローディングを示した 1 項目を削

除した 22項目にて因子数を 3と設定

し、因子分析を行った（表 4）。 

  第 1 因子は 10 項目から構成され、

因子負荷量が 0.6 以上を示した項目

は、「D-17.産業保健チーム内での情

報共有のしくみを取り決め実施する」

「D-16.産業保健チームメンバーを

信頼し任せる」「D-15.産業保健チー

ムメンバーの能力や特性を見極めつ

つ役割分担する」「D-18.産業保健チ

ーム内で相互に支えあう環境をつく

る」の 4 項目であった。情報共有の

仕組みを整え、産業保健チーム内で

各々の役割を発揮できるような環境

を整えること、組織内での意思決定

を引き出すための戦略やネットワー

ク活用など、産業保健専門職として

効率的な実践が行えるような組織内

調整に関する項目が含まれていた。

そこで第 1 因子を＜組織調整力＞と

命名した。 

  第 2因子は 9項目から構成された。

因子負荷量が 0.6 以上を示した項目

は、「D-11.災害対応における指示命

令系統を確認し、役割分担して業務

にあたる」「D-4.刻々と変わる状況を

的確にアセスメントし、時間経過と

ともに起こり得る産業保健上のリス

クを洗い出す」「D-3.災害が社員や事

業場に及ぼす影響を長期的な面も含

めて理解する」の 3 項目であった。

時間の経過とともに変化する情勢や

状況を先読みしながら業務の優先順

位をつけ、災害急性期だけではなく、

復旧・復興、さらには平時にもつなが

る長期的な視点での産業保健実践を

継続するためのコンピテンシーが含

まれていた。そこで、第 2 因子を＜

状況に応じた実践力＞と命名した。 

  第 3 因子は 3 項目「D-29.災害時の

経験を平時の産業保健実践に活かす」

「D-8.被災者である自身の状況も考

慮しながら職務を果たす」「D-23.産

業保健専門職としての役割を適切に

認識し、専門職として一貫した姿勢

を持つ」で構成された。3 項目とも因

子負荷量は 0.6 以上であった。産業保

健専門職としての基盤となる一貫し

た姿勢や自身の安全や健康を確保し

ながら責務を果たすなど、これらの

項目は専門職としての一貫性を示し

ていると解釈された。そのため第 3因

子は＜産業保健専門職としての一貫

性＞と命名した。 

 

D. 考察 
インタビューによって明らかになっ

た 4 つのコアコンピテンシー【アセス

メント力】、【実践力】、【調整力】【災害

発生の備え】は、本研究におけるコンピ

テンシーの定義「仕事上の役割や機能



をうまくこなすために個人に必要とさ

れる測定可能な知識、技術、能力、行動

およびその他の特性のパターン。高い

成果をあげるための職務遂行能力」を

包含する概念であり、産業保健専門職

の既存のコンピテンシー (AAOHN, 

2007; Kono, Goto, Hatanaka, & 

Yoshikawa, 2017)とアセスメントや調

整力など一致する点もあった。一方で、

産業保健専門職としての価値観や姿勢

を含む災害発生時の備えに関しては、

既存のコンピテンシーには含まれてい

ない項目があり、災害時の対応に特化

したコンピテンシーであると考える。

災害発生時は、刻一刻と変化する状況

に柔軟に対応しつつも、自身の安全・健

康を確保しつつ、中長期的な視座をも

って日々の実践に取り組むことが求め

られる（Anan et al., 2018）。産業保健

専門職は、事業者・労働者の自主的な産

業保健活動を専門的側面から支援する

役割を有するが、災害発生時は、災害対

応に関連した潜在的な産業保健ニーズ

の抽出や危機管理における産業保健に

関する意思決定を引き出すための支援

など平時とは異なるアプローチも必要

となることが示唆された。一方で、災害

対応時に効率的な産業保健実践を展開

するためには、日頃の産業保健活動を

通じたネットワーク構築や信頼関係を

醸成しておくことも重要であり、平時

から災害に備えておくことが求められ

る。しかしながら、災害はいつ発生する

か予測が不可能なこと、状況依存性が

高く再現性が難しいことから、経験の

伝承や共有が難しいことも指摘できる

(五十嵐・森， 2015)。インタビュー調

査の対象者からは「この体験があるか

らこそ日頃の避難訓練や防災の備えに

何が必要か実感としてわかるようにな

った」「記憶は風化してしまうが、この

体験を記録に残すことが重要」などと、

災害時の経験を自身の産業保健実践の

向上や産業保健実践者への還元に活か

そうとする姿勢が培われていた。通常

とは異なる災害時、危機的な状況にお

いては、法令順守に基づく実践を基盤

とする日本の産業保健システムにおい

て、災害発生時は事業場のニーズや要

請に対して優先順位を意識しながら、

確実に応えていくことの重要性が指摘

できる。これらの産業保健活動の取捨

選択や優先順位の決定に至る思考過程

に産業保健専門職としてのスタンスや

価値観が影響を与えていることが示唆

された。 

質問紙調査の結果からは、災害時の

対応が一定の実践経験を担保している

専門医や産業保健看護専門家であって

も、稀有な体験であることが示された。

繰り返し経験することがほとんどない

災害時の産業保健対応において、産業

保健専門職としての一貫性を保ち、調

整力や実践力を養成することを目標に、

臨場感があるシミュレーションスタイ

ルの教育やグループワークを活用した

判断や考え方を相互に学びあうアクテ

ィブラーニング、災害発生時に短時間

で内容が理解できるシンプルなマニュ

アルやガイドの開発が必要と考える。 

  



E. 結論 
質的・量的側面から検討された災害

時に必要な産業保健専門職のコンピテ

ンシーは、刻一刻と状況が変わる災害

発生時から復旧・復興期までの長期的

な視座を持つ、産業保健専門職として

の基盤となる職業倫理観や価値観をも

包括した幅広い概念から構成されてい

た。今後は、このコンピテンシーに基づ

く教育プログラムの開発や実践評価指

標などの活用が期待される。 
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表 1 インタビュー調査対象者の概要

ID 年齢 性別 職種 
経験 

年数 

現職場の 

経験年数 
勤務形態 業種 従業員数 

A 50 代 女性 保健師 35 年 1 年 常勤 公務 10,000 

B 30 代 女性 産業医 3 年 1 年 常勤 公務 10,000 

C 40 代 女性 産業医 9 年 9 年 常勤 製造業 2,000 

D 40 代 女性 保健師 4 年 2 年 常勤 製造業 800 

E 40 代 女性 保健師 21 年 5 年 常勤 製造業 800 

F 30 代 女性 保健師 8 年 8 年 常勤 製造業 800 

G 30 代 女性 産業医 5 年 2 年 常勤 製造業 2,900 

H 30 代 女性 保健師 14 年 14 年 常勤 運輸・郵便業 6,700 

 

表 2 質問紙調査 分析対象者の基本属性 (n=97) 

 
 

  



表 3 災害時に必要な産業保健専門職に求められるコンピテンシーの記述統計（質問紙調査） 

 

＊太字になっている項目が天井効果を示した項目 

コンピテンシー 平均 標準偏差 最小値 最大天井効果（平均＋1SD）床効果
D-1.災害によって生じる社員の健康問題の背景を総合的に理解し、問題の本質を見抜く4.58 0.69 1 5 5.27 3.89
D-2.被災者である社員の気持ちや状況を敏感に察知して共感する 4.48 0.54 3 5 5.03 3.94
D-3.災害が社員や事業場に及ぼす影響を長期的な面も含めて理解する 4.59 0.54 3 5 5.12 4.05
D-4.刻々と変わる状況を的確にアセスメントし、時間経過とともに起こり得る産業保健上のリスクを洗い出す4.54 0.69 1 5 5.23 3.84
D-5.必要な情報やデータを可能な範囲で収集し分析に活かす 4.22 0.70 2 5 4.91 3.52
D-6.潜在しているニーズを抽出し社員や会社に伝達する 4.51 0.71 1 5 5.21 3.80
D-7.今ある資源や機動力を見積り優先順位をつけて業務を組み立てる 4.22 0.77 1 5 4.98 3.45
D-8.被災者である自身の状況も考慮しながら職務を果たす 4.33 0.75 1 5 5.08 3.58
D-9.今自分ができることをまずはとにかく実行する 3.91 0.89 1 5 4.80 3.02
D-10.緊急時に連絡を取り合う手段と方法を整備する 4.46 0.72 2 5 5.19 3.74
D-11.災害対応における指示命令系統を確認し、役割分担して業務にあたる 4.55 0.60 2 5 5.14 3.95
D-12.確実に社員に情報が伝わる仕組みや工夫を考え実践する 4.28 0.84 1 5 5.12 3.44
D-13.災害フェーズや状況に柔軟に対応しながら効率的な産業保健活動をすすめる 4.36 0.74 1 5 5.10 3.62
D-14.産業保健チームの活動の効果があがるよう目標と方向性を合わせる 4.03 0.76 2 5 4.79 3.27
D-15.産業保健チームメンバーの能力や特性を見極めつつ役割分担する 4.18 0.82 1 5 4.99 3.36
D-16.産業保健チームメンバーを信頼し任せる 3.87 0.95 1 5 4.82 2.91
D-17.産業保健チーム内での情報共有のしくみを取り決め実施する 4.32 0.74 1 5 5.06 3.58
D-18.産業保健チーム内で相互に支えあう環境をつくる 4.22 0.92 1 5 5.13 3.30
D-19.事業場が求めている産業保健部門の立ち位置をすりあわせる 4.39 0.60 3 5 5.00 3.79
D-20.事業場の被災状況・復興状況を把握し、組織の意思決定を引き出すための戦略を練る3.90 0.80 1 5 4.69 3.10
D-21.災害時であっても社員や会社の自主性を促せるよう働きかける 3.57 0.84 2 5 4.41 2.73
D-22.目的達成に役立つネットワークを活用・構築する 4.11 0.83 1 5 4.94 3.29
D-23.産業保健専門職としての役割を適切に認識し、専門職として一貫した姿勢を持つ4.37 0.77 1 5 5.14 3.60
D-24.自分の言動や判断を内省し、次につなげる 4.22 0.68 2 5 4.90 3.54
D-25.自分の特性や限界を理解した上で選択する 4.32 0.69 2 5 5.00 3.63
D-26.平時より社員や会社から信頼される関係性を築く 4.66 0.52 3 5 5.18 4.14
D-27.災害時の経験で得た気づきや知見を記録に残す 4.46 0.60 3 5 5.06 3.87
D-28.災害時に産業保健部門の力が最大限に発揮できるよう備える 4.23 0.73 2 5 4.96 3.50
D-29.災害時の経験を平時の産業保健実践に活かす 4.21 0.78 1 5 4.98 3.43



 

表 4 災害時に必要な産業保健専門職のコンピテンシー 因子分析の結果 

1 2 3
第1因子　組織調整力
D-17.産業保健チーム内での情報共有のしくみを取り決め実施する 0.913 -0.022 -0.076
D-15.産業保健チームメンバーの能力や特性を見極めつつ役割分担する 0.793 -0.013 0.145
D-16.産業保健チームメンバーを信頼し任せる 0.739 -0.097 0.157
D-18.産業保健チーム内で相互に支えあう環境をつくる 0.697 -0.260 0.279
D-20.事業場の被災状況・復興状況を把握し、組織の意思決定を引き出すための戦略を練る 0.585 -0.048 0.152
D-10.緊急時に連絡を取り合う手段と方法を整備する 0.584 0.235 -0.269
D-5.必要な情報やデータを可能な範囲で収集し分析に活かす 0.580 0.317 -0.035
D-14.産業保健チームの活動の効果が上がるよう目標と方向性を合わせる 0.577 0.213 0.063
D-12.確実に社員に情報が伝わる仕組みや工夫を考え実践する 0.511 0.323 -0.291
D-22.目的達成に役立つネットワークを活用・構築する 0.371 0.261 0.200
第2因子　状況に応じた実践力
D-11.災害対応における指示命令系統を確認し、役割分担して業務にあたる 0.036 0.708 -0.134
D-4.刻々と変わる状況を的確にアセスメントし、時間経過とともに起こり得る産業保健上のリスクを洗い出す 0.113 0.647 -0.140
D-3.災害が社員や事業場に及ぼす影響を長期的な面も含めて理解する -0.053 0.639 0.077
D-28.災害時に産業保健部門の力が最大限に発揮できるように備える 0.057 0.592 0.207
D-6.潜在しているニーズを抽出し社員や会社に伝達する 0.020 0.533 0.005
D-24.自分の言動や判断を内省し、次につなげる -0.144 0.516 0.431
D-27.災害時の経験で得た気づきや知見を記録に残す -0.053 0.496 0.271
D-26.平時より社員や会社から信頼される関係性を築く -0.038 0.471 0.190
D-7.今ある資源や機動力を見積り優先順位をつけて業務を組み立てる 0.129 0.456 0.073
第3因子　産業保健専門職としての一貫性
D-29.災害時の経験を平時の産業保健実践に活かす 0.120 0.036 0.790
D-8.被災者である自身の状況も考慮しながら職務を果たす 0.106 -0.158 0.755
D-23.産業保健専門職としての役割を適切に認識し、専門職として一貫した姿勢をもつ -0.120 0.262 0.645
因子間相関

1 - 0.616 0.450
2 - - 0.470
3 - - -

因子
項目
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研究要旨 
 企業、自治体職員あるいは医療機関の災害対応に対する災害産業の教育プロ
グラムの具体的な方法を検討した。産業医学的な視点がないところから、現在
作成している災害産業保健マニュアルに沿ったもの、並びに災害時にほとんど
の場合に発生するメンタルヘルスに対応するべく、受援者及び支援者に対する
メンタルヘルスの講義を行うことを議論した。さらに、災害時における産業保
健専門職に必要なコンピテンシーを考慮したその上で机上訓練を行う。 
 

 
Ａ．研究目的 

災害発生時には、企業は生産ラインの復

旧や被災地域対応等、自治体職員は被災民

の対応等、あるいはDMAT、DHEAT, JMAT及び

DPAT等の災害支援団体は、被災民に対応に

追われる。それぞれの受援及び支援団体は、

災害対応の訓練はするが、その際の健康に

ついては検討することは不十分であると考

えられる。特に過重労働やメンタルヘルス

の問題が大きくなると考えられる。 

企業、自治体職員及び医療機関に対応し

た教育講習会を開催するべく、講義内容及

び項目について検討をすることである。 
 

Ｂ．研究方法 

高知県主催メンタルヘルスマネジメント

実践研修会に参加し、講習の内容を参考に

して本研究班の講習会の内容を検討する。 

また、災害産業保健マニュアルを参考に

して、班会議の中で議論し、机上訓練の内容

に組み入れる。 

 

Ｃ．研究結果 

高知県主催メンタルヘルスマネジメント

実践研修会においては、産業医科大学の久

保達彦先生の「災害発生前に準備すべき災

害時対応のシステムづくり」、および元筑波

大学教授高橋祥友先生「災害時における職

員のメンタルヘルス対策」について講演が

なされた。ともに福島第一原発事故におい

て災害時に対応してきた内容であった。 

産業医科大学では、健常者を含めた集団

健康管理体制の構築や健康を守るために医

療者ではなく組織がすべきことを意思決定

者たる事業者に助言・勧告などを平時の時

点で行ってきた。これらはそのまま、災害

時においても応用できるものであり、福島

原発事故においても様々ハザード（放射線、

外傷、熱中症、メンタルヘルス、過重労働、

感染症など）がフェーズによって変化し、

それぞれの時点で何が重要な課題となるの

かを検討してきた。受援者および支援者の
ニーズを検討し対応することも重要であ
る。各社の産業医との連携も重要な活動の

一つであり、健康診断事後措置・健康相談・

衛生管理者教育などを手助けしてきた。ま

た厚労省による「法令」・「指導」づくりへ関

与してきた。教育プログラムでは、「災害現

場における指揮管理体制の構築」の講義は

必要であると考えられる。 



また、災害時に扱われる疾患の 9 割はメ

ンタルヘルスである。急激な外傷性ストレ

スにより、急性ストレス反応、睡眠障害、う

つ病、不安神経症、急性錯乱、アルコール乱

用などが生じる。また、初期治療が不備と

なると心的外傷後ストレス障害（PTSD）を

発症する。災害対応の経験の有無や、メン

タルヘルスの知識があるかどうかによっ

て、メンタルヘルスに支障が出るかどうか

に違いが生じると考えられる。メンタルヘ

ルス教育も必須の講義内容であると考えら

れる。 

災害産業保健のキャパシティがまだない

ので、教育プログラムにおいては、受援者

目線で研修を優先させる方が良い可能性も

ある。特に企業においては、産業保健職に

任せるという発想がないので、周知するこ

とも重要である。分担研究者の吉川らが行

った、災害時における産業保健専門職に必

要なコンピテンシーのインタビュー調査の

データの整合性も確認して、これらを議論

できるようにしなければならない。これら

を机上訓練に反映することが、重要である

と考えられた。 

 

Ｄ．考察 

実践研修における教育プログラム案とし

て、災害現場における指揮管理体制の構築、

災害時対応者のメンタルヘルスケアに関し

ては必須の項目と考えられる。また、机上

訓練として、危機発生時の産業保健ニーズ

として危機対応マニュアルと災害時におけ

る産業保健専門職に必要なコンピテンシー

を基にし、産業保健の立場から各組織の問

題点の洗い出しを行うこと重要となる。そ

れぞれの支援チーム（医療従事者等/自治体

職員/企業）によって、机上訓練を行う。こ

の教育プログラムによって、災害産業保健

に貢献できる人材教育の場となることを期

待する。 

 

Ｅ．結論 

教育プログラム案は、指揮管理体制の構

築、メンタルヘルスケアの座学講義および

机上訓練を基軸に構築することとした。 
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